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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向の中間部に中間スラブが配設されることによって中間仕切り部が形成されると
共に、上下方向の上部に上部スラブが配設されることによって貯水槽頂版部が形成されて
なる貯水槽の外壁部分を構築するために用いられる貯水槽構成用の外壁支柱部材であって
、下支柱部材と上支柱部材とに二分割され、該下支柱部材の上端に該上支柱部材が立設状
態に連結可能となされており、該下支柱部材の上部には、前記中間スラブの縁部分を下方
から支持する中間受部が設けられると共に、前記上支柱部材の上部には、前記上部スラブ
の縁部分を下方から支持する上部受部が設けられており、前記上支柱部材の上の立壁部の
、前記貯水槽の内部側に位置する内側の立面の下部に位置させて、側部支持片が側方に突
設されており、該側部支持片の下端と、前記中間受部で支持された前記中間スラブの縁部
分の上面との間にライナープレートを介在させることによって、該上支柱部材が、前記下
支柱部材の前記上端に略垂直状態で立設されるようになされていることを特徴とする上下
二槽型の貯水槽構成用の外壁支柱部材。
【請求項２】
　前記下支柱部材の上端部分には支持台部が上方に向けて突設されており、該支持台部の
上端面としての前記下支柱部材の前記上端に前記上支柱部材が立設状態に連結される如く
なされており、前記上端部分の内の、前記支持台部よりも前記貯水槽の内部側に位置する
部分には、前記中間受部が設けられていることを特徴とする請求項１記載の上下二槽型の
貯水槽構成用の外壁支柱部材。
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【請求項３】
　前記下支柱部材の上端部分には、前記支持台部の上端面で開放された上端開放のスリー
ブの多数が埋設されており、前記上支柱部材の下端面には、各スリーブの挿入孔に挿入さ
れる垂直接合筋が下方向に突設されていることを特徴とする請求項２記載の上下二槽型の
貯水槽構成用の外側支柱部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上下二槽型の貯水槽構成用の外壁支柱部材に関するものであり、該外壁支柱
部材を用いて構成される上下二槽型の貯水槽に関するものであり、又、貯水槽の構築方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば地下に埋設されて大量の雨水を一時的に貯留し得ると共に、その上面を公園や駐
車場等の人工施設として利用可能となされた、中間仕切り部によって上下二分割された上
下二槽型の貯水槽の一例として、例えば特許文献１記載のものが提案されている。
【０００３】
　該上下二槽型の貯水槽ａは、図９０に示すように、側方に突出する載置部ｂを一体に有
すると共に該載置部ｂの下方の所定位置にて側方に突出する中間載置部ｃを一体に有する
柱状体ｄを該載置部ｂ及び該中間載置部ｃの突出方向と交差する方向に並列に地盤上に複
数配設した複数の柱状体列ｅと、側方に突出する外枠載置部ｆを一体に有すると共に該外
枠載置部ｆの下方の所定位置にて側方に突出する外枠中間載置部ｇを一体に有し、前記柱
状体列ｅの外周を囲む外枠部ｈとを具えていた。又、互いに隣接する前記柱状体列ｅ，ｅ
の前記柱状体ｄの載置部ｂ，ｂ間、及び、前記柱状体列ｅの前記柱状体の載置部ｂと前記
外枠部ｈの前記外枠載置部ｆとの間に夫々架設される頂版部ｊと、互いに隣接する前記柱
状体列ｅ，ｅの前記柱状体ｄの前記中間載置部ｃ，ｃ間、及び、前記柱状体列ｅの前記柱
状体の中間載置部ｃと前記外枠部ｈの前記外枠中間載置部ｇとの間に夫々架設された分割
床版部ｋとを具えるものであった。
【０００４】
　このように特許文献１記載の上下二槽型の貯水槽ａは、前記柱状体列ｅを構成する柱状
体ｄが全体が一体に形成されると共に、前記柱状体列ｅの外周を囲む外枠部ｈも全体が一
体に形成されていた。そして、前記分割床版部ｋが、互いに隣接する前記柱状体列ｅ，ｅ
の前記柱状体ｄ，ｄの中間載置部ｃ，ｃ間、及び、前記柱状体列ｅの前記柱状体ｄの中間
載置部ｃと前記外枠部ｈの外枠中間載置部ｇとの間に架設されることによって中間仕切り
部ｍを形成する構成を有していた。
【０００５】
　かかることから、前記のようにして複数の柱状体列ｅ，ｅを構築した後に、前記分割床
版部ｋを、互いに隣接する前記柱状体列ｅ，ｅの前記柱状体ｄ，ｄの中間載置部ｃ，ｃ間
、及び、前記柱状体列ｅの前記柱状体ｄの中間載置部ｃと前記外枠部ｈの外枠中間載置部
ｇとの間に架設せんとする場合は、該分割床版部ｋを、隣り合う載置部ｂ，ｂ間及び隣り
合う載置部ｂと外枠載置部ｆとの間を通して吊り下ろす必要があった。
【０００６】
　その際、前記分割床版部ｋを、隣り合う前記載置部ｂ，ｂ間の狭い導入開放部ｎや、隣
り合う前記載置部ｂと前記外枠載置部ｆ間の狭い導入開放部ｐを通して、柱状体列ｅ，ｅ
間の幅狭の空間部ｑや柱状体列ｅと外枠部ｈとの間の幅狭の空間部ｓに吊り下ろさなけれ
ばならないのであるが、該分割床版部ｋの長さが該導入開放部ｎ，ｐの開放幅よりも大き
いために、前記分割床版部ｋを水平面内等で適宜回転させて吊り下ろさなければならなか
った。
【０００７】
　又、前記分割床版部ｋを前記空間部ｑ，ｓに吊り下ろした後も、該幅狭の空間部ｑ，ｓ
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において該分割床版部ｋを適宜水平面内等で回転させて所要に位置決めを行ない、該分割
床版部ｋの両端部分ｔ，ｔを、隣り合う前記中間載置部ｃ，ｃに載置し、又、前記載置部
ｃと前記外枠中間載置部ｇに載置しなければならず、該分割床版部ｋの架設作業に慎重さ
と多くの手間を要して施工能率が悪く施工コストの上昇を招く問題があった。
【０００８】
　又、この種の上下二槽型の貯水槽は、一般に、大量の雨水を一時的に貯留し得る大容積
のものであって、平面視で占める面積が大きかった。かかる大型の貯水槽を構築する際に
配慮しなければならないことの一つは、狭い施工現場において、鉄筋や生コン等の各種資
材の仮置き場をどこに設定するかである。かかる資材仮置き場は、重機による資材の取扱
いを能率的に行ない得るように設定しなければならないし、又、施工現場周辺での交通障
害を極力引き起こさないように設定しなければならない。かかる施工条件を緩和するため
の方策の一つとして、資材仮置き場を、施工空間部も含めて分散状態に設けることが考え
られる。
【０００９】
　例えば特許文献１記載の貯水槽を構築する際に、資材を施工空間部に設置せんとすると
きは、図９０に示されている前記空間部ｐ，ｓを資材仮置き場とすることが考えられる。
しかし、該空間部ｑ，ｓは、上下に長くしかも幅の狭い空間であるために、該資材仮置き
場に資材を吊り下ろしたり、或いは、仮置きされている資材を吊り上げる際に、資材が柱
状体列ｅや外枠部ｈに当たらないように作業に慎重さを要して施工能率が悪い問題があっ
た。又、資材の大きさによっては、これを該空間部に収容できない場合も生じた。又、こ
れらの空間部ｐ，ｓを施工管理室として利用せんとする場合も、スペースが狭すぎる問題
があった。
【００１０】
　又、この種の貯水槽は、前記柱状体列ｅ，ｅ間及び前記柱状体列ｅと前記外枠部ｈとの
間に、一方向に延長する延長施工空間部ｕの多数が並設されるのであるが、これらの延長
施工空間部ｕにおける貯水槽の組立施工に際しては、施工性向上のために、夫々の延長施
工空間部ｕに作業者が自由に出入りできることが望まれる。しかしながら特許文献１によ
るときは、前記柱状体列ｅの外周を囲む外枠部ｈが上下に長く形成されており、該外枠部
ｈが前記延長施工空間部ｕの両端を塞いだ。そのため、夫々の延長施工空間部ｕへの作業
者の自由な移動が制約されることとなり、貯水槽の構築施工上、改善の余地があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－２３６８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、前記従来の上下二槽型の貯水槽の問題点に鑑みて開発されたものであり、中
間仕切り部によって上下に分割された上下二槽型の貯水槽を構築するに際し、土圧に抵抗
できる貯水槽を構築できるのは元より、作業者の移動の容易性を確保して貯水槽構築の施
工性を向上させることができ、又、広い資材仮置き場や広い施工管理場所を施工空間部に
好ましい分散状態で設けることができ、又、貯水槽の外縁部分における中間仕切り部の形
成の容易化にも寄与できる等、施工能率の向上を図ることができ、更には、施工空間の土
留壁を鋼矢板を打ち込んで形成する場合は、該土留壁を、切梁を上下複数段に設けた支保
工で支持せざるを得ないことになるが、該切梁との干渉を防止可能となし得る、上下二槽
型の貯水槽構成用の外壁支柱部材及び、それを用いる上下二槽型の貯水槽、並びに貯水槽
の構築方法の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記課題を解決するため、本発明は以下の手段を採用する。
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　本発明に係る上下二槽型の貯水槽構成用の外壁支柱部材（以下外壁支柱部材という）は
、上下方向の中間部に中間スラブが配設されることによって中間仕切り部が形成されると
共に、上下方向の上部に上部スラブが配設されることによって貯水槽頂版部が形成されて
なる貯水槽の外壁部分を構築するために用いられる貯水槽構成用の外壁支柱部材であって
、下支柱部材と上支柱部材とに二分割され、該下支柱部材の上端に該上支柱部材が立設状
態に連結可能となされており、該下支柱部材の上部に、前記中間仕切り部の縁部分が位置
する如くなされる一方、該上支柱部材の上部に、前記貯水槽頂版部の縁部分が位置する如
くなされていることを特徴とするものである。
【００１４】
　本発明に係る外壁支柱部材のより具体的な態様は、上下方向の中間部に中間スラブが配
設されることによって中間仕切り部が形成されると共に、上下方向の上部に上部スラブが
配設されることによって貯水槽頂版部が形成されてなる貯水槽の外壁部分を構築するため
に用いられる貯水槽構成用の外壁支柱部材であって、下支柱部材と上支柱部材とに二分割
され、該下支柱部材の上端に該上支柱部材が立設状態に連結可能となされており、該下支
柱部材の上部には、前記中間スラブの縁部分を下方から支持する中間受部が設けられると
共に、前記上支柱部材の上部には、前記上部スラブの縁部分を下方から支持する上部受部
が設けられていることを特徴とするものである。
【００１５】
　このように構成する場合、前記下支柱部材の上端部分に支持台部を上方に向けて突設し
、該支持台部の上端面としての前記下支柱部材の前記上端に前記上支柱部材を立設状態に
連結される如くなし、前記上端部分の内の、前記支持台部よりも前記貯水槽の内部側に位
置する部分に前記中間受部を設けるのがよい。
【００１６】
　このように支持台部を設ける場合、前記下支柱部材の上端部分に、前記支持台部の上端
面で開放された上端開放のスリーブの多数を埋設し、前記上支柱部材の下端面には、各ス
リーブの挿入孔に挿入される垂直接合筋を下方向に突設するのがよい。
【００１７】
　前記の各外壁支柱部材において、前記上支柱部材の上の立壁部の、前記貯水槽の内部側
に位置する内側の立面の下部に位置させて、側部支持片を側方に突設し、該側部支持片の
下端と、前記中間受部で支持された前記中間スラブの前記縁部分の上面との間にライナー
プレートを介在させることによって、該上支柱部材が、前記下支柱部材の上端に略垂直状
態で立設されるようにするのがよい。
【００１８】
　本発明に係る上下二槽型の貯水槽（以下貯水槽という）は、左右の立面の上下方向の中
間部に、中間スラブの縁部分を下方から支持する中間受部が設けられると共に、該左右の
立面の上部に、上部スラブの縁部分を下方から支持する上部受部が設けられてなる内壁支
柱部材と、前記貯水槽の内部側に位置する内側の立面の上下方向の中間部に、前記中間ス
ラブの縁部分を下方から支持する中間受部が設けられると共に、該内側の立面の上部には
、前記上部スラブの縁部分を下方から支持する上部受部が設けられてなる外壁支柱部材と
を具えている。そして前記内壁支柱部材は、その前後の立面としての継手面部相互を当接
状態にして一列に並設されることにより内壁支柱部材列を構成でき、該内壁支柱部材列が
左右方向に所要間隔で並設されることにより内壁支柱部材列並列体を構成する如くなされ
、又、前記外壁支柱部材は、前記内壁支柱部材列並列体を構成する両外端の内壁支柱部材
列の外方側において、前後の立面としての継手面部相互を当接状態にして並設されること
により、該内壁支柱部材列と所要間隔を置いて外壁支柱部材列を構成する如くなされてい
る。又、前記内壁支柱部材列間、及び、前記内壁支柱部材列と前記外壁支柱部材列との間
に形成される単位貯水槽部の両端部は端面板部で覆われている。そして、前記外壁支柱部
材列を構成する前記外壁支柱部材の全部又はその一部は、下支柱部材と上支柱部材とに二
分割され該下支柱部材の上端に該上支柱部材が立設状態に連結されてなり、該下支柱部材
の、前記貯水槽の内部側に位置する内側の立面の上部には、前記中間スラブの縁部分を下
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方から支持する前記中間受部が設けられると共に、前記上支柱部材の、前記貯水槽の内部
側に位置する内側の立面の上部には、前記上部スラブの縁部分を下方から支持する上部受
部が設けられてなる。又、前記中間スラブが、同一高さで対向する前記中間受部間に架設
され、且つ前記縁部分が該中間受部に固定されることによって中間仕切り部が構成される
如くなされており、又、前記上部スラブが、同一高さで対向する前記上部受部間に架設さ
れ、且つ前記縁部分が該上部受部に固定されることによって貯水槽頂板部が構成される如
くなされていることを特徴とするものである。
【００１９】
　本発明に係る貯水槽の他の態様は、左右の立面の上下方向の中間部に、中間スラブの縁
部分を下方から支持する中間受部が設けられると共に、該左右の立面の上部に、上部スラ
ブの縁部分を下方から支持する上部受部が設けられてなる内壁支柱部材と、前記貯水槽の
内部側に位置する内側の立面の上下方向の中間部に、前記中間スラブの縁部分を下方から
支持する中間受部が設けられると共に、該内側の立面の上部には、前記上部スラブの縁部
分を下方から支持する上部受部が設けられてなる外壁支柱部材とを具えている。そして、
前記内壁支柱部材は、その前後の立面としての継手面部相互を当接状態にして一列に並設
されることにより内壁支柱部材列を構成でき、該内壁支柱部材列が左右方向に所要間隔で
並設されることにより内壁支柱部材列並列体を構成する如くなされ、又、前記外壁支柱部
材は、前記内壁支柱部材列並列体を構成する両外端の内壁支柱部材列の外方側において、
前後の立面としての継手面部相互を当接状態にして並設されることにより、該内壁支柱部
材列と所要間隔を置いて外壁支柱部材列を構成する如くなされている。又、前記内壁支柱
部材列間、及び、前記内壁支柱部材列と前記外壁支柱部材列との間に形成される単位貯水
槽部の両端部は端面板部で覆われている。そして、前記外壁支柱部材列を構成する前記外
壁支柱部材の全部又はその一部は、下支柱部材の上端に上支柱部材が立設状態に連結され
てなり、該下支柱部材の、前記内側の立面の上部には、前記中間スラブの縁部分を下方か
ら支持する前記中間受部が設けられると共に、前記上支柱部材の、前記貯水槽の内部側に
位置する内側の立面の上部には、前記上部スラブの縁部分を下方から支持する上部受部が
設けられてなり、前記中間スラブが、同一高さで対向する前記中間受部間に架設され、且
つ前記縁部分が該中間受部に固定されることによって中間仕切り部が構成される如くなさ
れている。又、前記端面板部が、前記外壁支柱部材を、その左右の立面としての継手面部
相互を当接状態にして並設されることによって構成される如くなされており、該外壁支柱
部材の全部又はその一部は、下支柱部材と上支柱部材とに二分割され、該下支柱部材の上
端に該上支柱部材が立設状態に連結されてなり、該下支柱部材の上部に前記中間仕切り部
の縁部分が位置する一方、該上支柱部材の上部に前記貯水槽頂版部の縁部分が位置してお
り、又、前記上部スラブが、同一高さで対向する前記上部受部間に架設され、且つ前記縁
部分が該上部受部に固定されることによって貯水槽頂板部が構成される如くなされている
ことを特徴とするものである。
【００２０】
　該貯水槽において、貯水槽隅部で立設される隅部の外壁支柱部材と、前記内壁支柱部材
列の端部に当接状態で立設される列端の外壁支柱部材とは、上下方向に長く一体に形成し
、前記隅部の外壁支柱部材と前記列端の外壁支柱部材との間及び、隣り合う列端の外壁支
柱部材間に配設される中間の外壁支柱部材は、下支柱部材と上支柱部材とに二分割され、
該下支柱部材の上端に該上支柱部材が立設されると共に、該下支柱部材の上部に前記中間
仕切り部の縁部分が位置する如くなす一方、該上支柱部材の上部に前記貯水槽頂版部の縁
部分が位置する如くなすのがよい。
【００２１】
　本発明に係る貯水槽の構築方法は、左右の立面の上下方向の中間部に、中間スラブの縁
部分を下方から支持する中間受部が設けられると共に、該左右の立面の上部に、上部スラ
ブの縁部分を下方から支持する上部受部が設けられてなる内壁支柱部材と、前記貯水槽の
内部側に位置する内側の立面の上下方向の中間部に、前記中間スラブの縁部分を下方から
支持する中間受部が設けられると共に、該内側の立面の上部には、前記上部スラブの縁部
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分を下方から支持する上部受部が設けられてなる外壁支柱部材とを具えており、前記内壁
支柱部材が、その前後の立面としての継手面部相互を当接状態にして一列に並設されるこ
とにより構成された内壁支柱部材列が、左右方向に所要間隔で並設されることにより内壁
支柱部材列並列体が構成されており、又、前記外壁支柱部材が、前記内壁支柱部材列並列
体を構成する両外端の内壁支柱部材列の外方側において、前後の立面としての継手面部相
互が当接状態に並設されることにより該内壁支柱部材と所要間隔を置いて外壁支柱部材列
が構成されており、又、前記内壁支柱部材列間、及び、前記内壁支柱部材列と前記外壁支
柱部材列との間に形成される単位貯水槽部の両端部が端面板部で覆われてなる貯水槽を構
築するに際し、次の構成を採用することを特徴とするものである。
　即ち、前記端面板部を、貯水槽隅部に位置する隅部の外壁支柱部材と、前記内壁支柱部
材列の端部に連なる列端の外壁支柱部材と、該隅部の外壁支柱部材と該列端の外壁支柱部
材との間、及び、隣り合う列端の外壁支柱部材との間に立設状態で配設される中間の外壁
支柱部材とからなるものとし、該中間の外壁支柱部材の全部又はその一部を、下支柱部材
と上支柱部材とに二分割されたものとし、該下支柱部材の上端に該上支柱部材を立設状態
に連結可能となし、立設された下支柱部材の上側には、前記上支柱部材が立設状態に連結
されない状態において、作業者の出入り口を形成し、作業者による所要の作業が終了した
後、該下支柱部材の上部に前記上支柱部材を立設状態に連結することを特徴とするもので
ある。
【００２２】
　本発明に係る他の貯水槽の構築方法は、交差する切梁を有する土留壁支保工が設けられ
てなる施工空間部で貯水槽を構築するに際し、次の構成を採用するのがよい。即ち、該貯
水槽は、左右の立面の上下方向の中間部に、中間スラブの縁部分を下方から支持する中間
受部が設けられると共に、該左右の立面の上部に、上部スラブの縁部分を下方から支持す
る上部受部が設けられてなる内壁支柱部材と、前記貯水槽の内部側に位置する内側の立面
の上下方向の中間部に、前記中間スラブの縁部分を下方から支持する中間受部が設けられ
ると共に、該内部側に位置する内側の立面の上部には、前記上部スラブの縁部分を下方か
ら支持する上部受部が設けられてなる外壁支柱部材とを具えたものとなし、、前記内壁支
柱部材が、その前後の立面としての継手面部相互を当接状態にして一列に並設されること
により構成された内壁支柱部材列が、左右方向に所要間隔で並設されることにより内壁支
柱部材列並列体が構成されるものとなし、又、前記外壁支柱部材が、前記内壁支柱部材列
並列体を構成する両外端の内壁支柱部材列の外方側において、前後の立面としての継手面
部相互が当接状態に並設されることにより該内壁支柱部材と所要間隔を置いて外壁支柱部
材列が構成されるものとなし、又、前記内壁支柱部材列間、及び、前記内壁支柱部材列と
前記外壁支柱部材列との間に形成される単位貯水槽部の両端部が端面板部で覆われてなる
ものとなし、前記外壁支柱部材列を構成する前記外壁支柱部材及び、前記端面板部を構成
する前記外壁支柱部材の内、前記切梁と干渉する部分においては、前記内壁支柱部材と前
記外壁支柱部材の所要のものを、下支柱部材と上支柱部材とに二分割して、該下支柱部材
の上端に該上支柱部材を立設状態に連結可能となし、該切梁が取り外されるまでは、前記
上支柱部材を連結せず、該切梁が取り外された後に、該上支柱部材を前記下支柱部材の上
端に立設状態に連結することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によるときは、中間仕切り部によって上下二分割された上下二槽型の貯水槽を構
築するに際し、土圧に抵抗できる貯水槽を構築できるのは元より、作業者の移動の容易性
を確保して貯水槽構築の施工性向上を期し得る貯水槽構成用の外壁支柱部材及びそれを用
いる上下二槽型の貯水槽を提供できる。又、広い資材仮置き場や広い施工管理場所を施工
空間部に好ましい分散状態で設けることを可能とし、又、貯水槽の外縁部分における中間
仕切り部の形成の容易化にも寄与できる等、施工能率の向上に寄与し得る貯水槽構成用の
外壁支柱部材及びそれを用いる上下二槽型の貯水槽を提供できる。更に、施工空間の土留
壁を鋼矢板を打ち込んで形成する場合は、該土留壁を、切梁を上下複数段に設けた支保工
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で支持せざるを得ないことになるが、該切梁との干渉を防止可能となし得る貯水槽構成用
の外壁支柱部材及びそれを用いる上下二槽型の貯水槽を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る上下二槽型の貯水槽を示す全体斜視図である。
【図２】その一部欠切斜視図である。
【図３】上下二槽型の貯水槽の一部断面平面図である。
【図４】上下二槽型の貯水槽を単位貯水槽の延長方向で見た断面図である。
【図５】上下二槽型の貯水槽を単位貯水槽の延長方向と直交する方向で見た断面図である
。
【図６】外壁支柱部材と内壁支柱部材とを用いて形成された中間仕切り部と貯水槽頂版部
を示す断面図である。
【図７】内壁支柱部材の中間受部で中間スラブを支持し、上部受部で上部スラブを支持し
た状態を示す断面図である。
【図８】上下の連通開口部による下の単位貯水槽部相互の水の移動状態、上の単位貯水槽
相互の水の移動状態を説明する説明図である。
【図９】外壁支柱部材の中間受部で中間スラブを支持し、上部受部で上部スラブを支持し
た状態を示す断面図である。
【図１０】内壁支柱部材を示す斜視図である。
【図１１】内壁支柱部材における、中間受部と中間スラブの端部分との接合構造を説明す
る断面図である。
【図１２】上下の連通開口部を構成する内壁支柱部材を示す斜視図である。
【図１３】形成された上下の連通開口部を示す斜視図である。
【図１４】一体型の外壁支柱部材を示す斜視図である。
【図１５】隅部の外壁支柱部材を示す斜視図である。
【図１６】列端の外壁支柱部材を示す斜視図である。
【図１７】上下二分割型の外壁支柱部材を示す斜視図である。
【図１８】上下二分割型の外壁支柱部材を示す分解斜視図である。
【図１９】上下二分割型の外壁支柱部材の中間受部で中間スラブを支持すると共に、上部
受部で上部スラブを支持した状態を示す断面図である。
【図２０】下支柱部材の上端に上支柱部材を立設状態に連結して構成された上下二分割型
の外壁支柱部材を、中間受部で中間スラブを支持した状態で示す断面図である。
【図２１】第１の中間スラブの一例を示す斜視図である。
【図２２】第２の中間スラブの一例を示す斜視図である。
【図２３】上部スラブの一例を示す斜視図である。
【図２４】上下二槽型の貯水槽を構築する施工工程を説明する斜視図である。
【図２５】構築すべき貯水槽の短辺側を示す部分斜視図である。
【図２６】貯水槽の底部と中間仕切り部とを構成した、貯水槽の施工途中段階を示す断面
図である。
【図２７】外壁支柱部材の中間受部で中間スラブの端部分を支持した状態を示す断面図で
ある。
【図２８】第２の中間スラブの当接によって構成された点検用開口部を示す斜視図である
。
【図２９】下支柱部材の上端に上支柱部材を立設状態に連結した後、該上支柱部材と中間
スラブとをサポート装置で連結した状態を示す側面図である。
【図３０】その斜視図である。
【図３１】サポート装置の構成を説明する斜視図である。
【図３２】上支柱部材と中間スラブとをサポート装置で連結した状態を示す部分斜視図で
ある。
【図３３】サポート装置の他の態様を示す部分斜視図である。
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【図３４】上下二槽型の貯水槽の部分断面図である。
【図３５】内壁支柱部材の上部受部と上部スラブの端部分との接合構造を示す断面図であ
る。
【図３６】外壁支柱部材の上部受部と上部スラブの端部分との接合構造を示す断面図であ
る。
【図３７】止水材が設けられてなる一体型の外壁支柱部材を示す斜視図である。
【図３８】その外壁支柱部材の継手面部相互を当接した状態を示す断面図と、その台座部
の上下の面部に止水材を設けた状態を示す断面図と、その上部受部の上面に止水材を設け
た状態を示す断面図と、その中間受部の上面に止水材を設けた状態を示す断面図である。
【図３９】止水材が設けられてなる一体型の外壁支柱部材を示す斜視図である。
【図４０】止水材が設けられてなる列端の外壁支柱部材を示す斜視図である。
【図４１】止水材が設けられてなる上下二分割型の外壁支柱部材を示す斜視図である。
【図４２】止水材が設けられてなる上下二分割型の隅部の外壁支柱部材を示す斜視図であ
る。
【図４３】止水材が設けられてなる上下二分割型の列端の外壁支柱部材を示す斜視図であ
る。
【図４４】止水材が設けられてなる内壁支柱部材を示す斜視図である。
【図４５】上下二槽型の貯水槽内に雨水を導入する構成の一例を示す断面図である。
【図４６】上下の昇降用梯子を貯水槽に設けた状態を示す断面図である。
【図４７】内壁支柱部材の複数個を連結一体化する構成の一例を示す斜視図と、連結部を
示す正面図と断面図である。
【図４８】外壁支柱部材の複数個を連結一体化する構成の一例を示す斜視図と、連結部を
示す正面図と断面図である。
【図４９】内壁支柱部材の複数個や外壁支柱部材の複数個を連結一体化する他の構成を示
す断面図である。
【図５０】中間仕切り部の梁状体としての機能を説明する平面図である。
【図５１】下の貯水槽部から上の貯水槽部への水や空気の移動状態を説明する断面図であ
る。
【図５２】側部支持片を具える上支柱部材を示す斜視図である。
【図５３】その上支柱部材と下支柱部材との接合構造と、下支柱部材の中間受部と中間ス
ラブの端部分との接合構造を示す断面図である。
【図５４】側部支持片を具える上支柱部材のその他の態様を示す斜視図である。
【図５５】その上支柱部材と下支柱部材との接合構造と、下支柱部材の中間受部と中間ス
ラブの端部分との接合構造を示す断面図である。
【図５６】側部支持片を具える上支柱部材のその他の態様を示す斜視図である。
【図５７】その上支柱部材と下支柱部材との接合構造、及び、下支柱部材の中間受部と中
間スラブの端部分との接合構造を示す断面図である。
【図５８】端面板部が、中間受部と上部受部を具えない一体型の外壁支柱部材を用いて構
成された場合を示す断面図である。
【図５９】端面板部が、中間受部と上部受部を具えない上下二分割型の外壁支柱部材を用
いて構成された場合を示す断面図である。
【図６０】上支柱部材の下端部分にスリーブを埋設してなる外壁支柱部材の構成を、その
中間受部と中間スラブの端部分との接合構造と共に示す断面図である。
【図６１】上下二分割型の外壁支柱部材において、下支柱部材が支持台部を具えない場合
を示す断面図である。
【図６２】上下二分割型の外壁支柱部材の中間受部の他の態様を示す斜視図と側面図であ
る。
【図６３】一体型の外壁支柱部材の中間受部の他の態様を示す斜視図と側面図である。
【図６４】貯水槽の短辺側の施工要領の他の態様を示す部分斜視図である。
【図６５】貯水槽の外周部分を構成する外壁支柱部材の全てを、上下二分割型の外壁支柱
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部材を用いて構成する場合における、その施工途中段階を示す斜視図である。
【図６６】上下二分割型の内壁支柱部材を示す斜視図である。
【図６７】その内壁支柱部材の中間受部で中間スラブを支持し、その上部受部で上部スラ
ブを支持した状態を示す断面図である。
【図６８】上下二分割型の内壁支柱部材を用いる場合において、下支柱部材の上端に上支
柱部材を立設状態に連結した後、該上支柱部材と中間スラブとをサポート装置で連結した
状態を示す斜視図である。
【図６９】土留壁支保工が存在する施工空間部で貯水槽を構築する場合において、上下二
分割型の外壁支柱部材と上下二分割型の内壁支柱部材とを適宜用いることによって、土留
壁支保工を構成する切梁との干渉を防止した状態を示す平面図である。
【図７０】その斜視図である。
【図７１】上下二分割型の内壁支柱部材を適宜用いることによって、資材仮置き場や施工
管理室を設ける場合の施工工程を示す斜視図である。
【図７２】内壁支柱部材列を構成するに際し、上下二分割型の内壁支柱部材と一体型の内
壁支柱部材とを組み合わせて構成した場合を示す斜視図である。
【図７３】上下二分割型の外壁支柱部材を用いる場合における、下支柱部材と上支柱部材
との連結状態の他の態様を示す正面図と部分断面図である。
【図７４】貯水槽の端面板部を、横長の長方形板状を呈するプレキャストコンクリート製
の平板体を積重して構成する場合を示す斜視図である。
【図７５】上下二槽型の貯水槽の他の態様を示す平面図である。
【図７６】上下二槽型の貯水槽のその他の態様を示す平面図である。
【図７７】上下二槽型の貯水槽のその他の態様を示す平面図である。
【図７８】第１の中間スラブの他の態様を示す斜視図である。
【図７９】第１の中間スラブのその他の態様を示す斜視図である。
【図８０】第２の中間スラブの他の態様を示す斜視図である。
【図８１】第２の中間スラブのその他の態様を示す斜視図である。
【図８２】第２の中間スラブのその他の態様を示す斜視図である。
【図８３】独立開口部が隣り合わせて設けられてなる第２の中間スラブを示す斜視図であ
る。
【図８４】その使用状態を示す斜視図である。
【図８５】上下二分割型の内壁支柱部材の第１の中間受部の他の態様を示す斜視図と正面
図である。
【図８６】一体型の内壁支柱部材のその他の態様を示す斜視図と正面図である。
【図８７】上下二分割型の内壁支柱部材を構成する上支柱部材が側部支持片を具える場合
の他の態様を示す断面図である。
【図８８】その他の態様を示す断面図である。
【図８９】その他の態様を示す断面図である。
【図９０】従来の貯水槽を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００２５】
　本発明に係る上下二槽型の貯水槽（以下貯水槽ともいう）１は、例えば図１、図３に示
すように、平面視で、後述する単位貯水槽２の延長方向（前後方向）Ｆ１に長い長方形状
に構成されており、図４～８に示すように、中間仕切り部３によって上の貯水槽部５と下
の貯水槽部６とに上下に分割されている。そして該貯水槽１は、図２に示すように、プレ
キャストコンクリート製の内壁支柱部材７と、プレキャストコンクリート製の外壁支柱部
材９と、該内壁支柱部材７と該外壁支柱部材９の上下方向の中間部位置に配設されて前記
中間仕切り部３を構成するプレキャストコンクリート製の中間スラブ１０と、該内壁支柱
部材７と該外壁支柱部材９の上部に配設されて貯水槽頂板部１１を構成するプレキャスト
コンクリート製の上部スラブ１２とを具えている。
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【００２６】
　前記内壁支柱部材７は、本実施例においては図５～８、図１０に示すように、その全て
が、全体が一体に形成されている。そして、その左右の立面１３，１４の上下方向の中間
部に、前記中間スラブ１０の長さ方向の縁部分２０を下方から支持する中間受部２１，２
１（以下、第１の中間受部２１ａ，２１ａともいう）が設けられると共に、該左右の立面
１３，１４の上部には、前記上部スラブ１２の長さ方向の縁部分２７，２７を下方から支
持する上部受部２５，２５（以下、第１の上部受部２５ａ，２５ａともいう）が設けられ
ている。
【００２７】
　又、前記外壁支柱部材９には、図１４～１６に示すような、全体が一体に形成された一
体型の外壁支柱部材９Ａと、図１７に示すような、上下二分割型の外壁支柱部材９Ｂがあ
る。
【００２８】
　そして、前記内壁支柱部材７は、図２～６、図１０、図２５に示すように、その前後の
立面２９，３０としての継手面部３１，３１相互を当接状態にして１列に並設されること
により内壁支柱部材列３２を構成でき、該内壁支柱部材列３２が左右方向に所要間隔で並
列されることにより内壁支柱部材列並列体３３を構成できる。
　前記外壁支柱部材９は、図２～３、図１４に示すように、該内壁支柱部材列並列体３３
を構成する両外端の内壁支柱部材列３２ａ，３２ａの外方側において該内壁支柱部材列３
２ａ，３２ａと所要間隔を隔てて、両端の立面３５，３６としての継手面部３７，３７相
互を当接状態にして並設されることにより外壁支柱部材列３９，３９を構成できる。又、
図１～３に示すように、後述する単位貯水槽並列体３４（図３）の両端部３８，３８が端
面板部１８，１８で覆われるようになされている。
【００２９】
　又、前記中間スラブ１０が、図６、図２～３、図５～６に示すように、同一高さで対向
する前記第１の中間受部２１ａ，２１ａ間に、本実施例においてはその側部４１，４１相
互を当接状態にして架設（図３）されると共に、同一高さにある前記第１の中間受部２１
ａと前記第２の中間受部２１ｂ間に、本実施例においてはその側部４１，４１相互を当接
状態にして架設されることによって、前記中間仕切り部３が構成される如くなされている
。そして前記上部スラブ１２が、同一高さで対向する後述の第１の上部受部２５ａ，２５
ａ間に、側部４２，４２相互を当接状態にして架設（図２）されると共に、同一高さにあ
る後述の第１の上部受部２５ａと後述の第２の上部受部２５ｂ間に、側部４２，４２相互
を当接状態にして架設されることによって、図２に示す貯水槽頂板部１１が構成される如
くなされている。
【００３０】
　かかる構成を有する上下二槽型の貯水槽１は、図２、図４に示すように、隣り合う内壁
支柱部材列３２，３２間及び、両外端の内壁支柱部材列３２ａとこれと対向する外壁支柱
部材列３９との間に単位貯水槽２が構成されて、単位貯水槽並列体３４が構成されている
。そして、各単位貯水槽２は、前記中間仕切り部３によって下の単位貯水槽部４３と上の
単位貯水槽部４５に二分割されている。又、図４、図８に示すように、前記下の貯水槽部
６と前記上の貯水槽部５にあって、隣り合う下の単位貯水槽部４３，４３相互、隣り合う
上の単位貯水槽部４５，４５相互が、夫々、前記内壁支柱部材列３２の上下に適宜設けた
上下の連通開口部４６，４７で連通されている。該上下の連通開口部４６，４７は、図４
においては、内壁支柱部材列３２の長さ方向の両側部分と中央部分に設けられている。該
上下の連通開口部４６，４７は、図８に矢印で示すように、隣り合う下の単位貯水槽部４
３，４３相互、隣り合う上の単位貯水槽部４５，４５相互で水を行き来させると共に、貯
水槽１の内部を清掃する際に作業者や作業機の出入りを可能とする出入り用開口部として
も機能する。
【００３１】
　以下、かかる構成を有する上下二槽型の貯水槽１を具体的に説明する。先ず前記内壁支
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柱部材７の構成を具体的に説明する。該内壁支柱部材７は図１０に示すように、上下方向
に長い矩形板状を呈する一体物の立壁部５３の左右の立面１３，１４の上部と下部に、両
側に張り出すように上の突出部８８，８８、下の突出部５６，５６が突設され、又、左右
の立面１３，１４の中間部には中間の突出部５５，５５が逆向きに突設されている。
【００３２】
　前記左右の上の突出部８８，８８の上面部８６，８６は面一の水平面（上の水平載置面
９２，９２）として形成されており、該上の突出部８８，８８の下面は、外方に向けて上
方に傾斜する傾斜面８９，８９として形成されると共に、その上端縁９０，９０には垂直
面９１，９１が連設されている。
【００３３】
　又、前記左右の下の突出部５６，５６の上面は、外方に向けて下方に傾斜する傾斜面５
７，５７として形成されると共に、その下端縁５９，５９に垂直面６０，６０が連設され
ており、これによって内壁支柱部材７の下縁部分には、前後方向で見て山型状を呈する台
座部６１が設けられている。本実施例においては、前記垂直面６０の上下方向の中央部位
において、前後方向に延長する台形溝部６２，６２が左右対向状態で設けられている。
【００３４】
　前記左右の中間の突出部５５，５５の夫々は、図１０に示すように、その下面が、外方
に向けて上方に傾斜する傾斜面６３，６３として形成されると共に、その上端縁６５，６
５には垂直面６６，６６が連設されている。そして該垂直面６６，６６の上端縁６４，６
４には、前記中間スラブ１０の長さ方向の縁部分２０を下方から支持する前記中間受部２
１，２１（第１の中間受部２１ａ，２１ａ）の水平な上面（下の水平載置面７５，７５）
が連設されている。該下の水平載置面７５，７５には、図１１に示すように、前記中間ス
ラブ１０の縁部分２０を接合するための接合用ボルト７６の下縁部分７７がねじ込まれる
インサート７９が、前後方向に所要間隔で埋設されている。本実施例においては、図１０
に示すように、該下の水平載置面７５の両端側部分と中央部分の３箇所で埋設されている
。
【００３５】
　かかる構成を有する内壁支柱部材７の上下高さは例えば７５５０ｍｍに設定される。又
、前記下の水平載置面７５の、内壁支柱部材７の下面１１２からの高さは、例えば３５５
０ｍｍに設定されると共に、前記上の水平載置面９２の、内壁支柱部材７の下面１１２か
らの高さは、例えば７５５０ｍｍに設定される。そして、内壁支柱部材７の水平な下面１
１２（図１０）の左右幅は例えば１０００ｍｍで、その水平な上面１１１（図１０）の左
右幅は例えば９００ｍｍに設定されている。又、かかる構成を有する内壁支柱部材７の前
後方向の長さは、構築すべき貯水槽の容量を考慮して２種類とされ、例えば１５００ｍｍ
のものと１０００ｍｍのものである。
【００３６】
　図１２は、前記上下の連通開口部４６，４７を構成するための上下の側部欠切部８０ａ
，８０ｂが設けられてなる内壁支柱部材７，７を示しており、図１３は、隣り合う側部欠
切部８０ａ，８０ａ、８０ｂ，８０ｂの合致によって上下の連通開口部４６，４７が構成
された場合を示している。
【００３７】
　次に、前記外壁支柱部材９の構成を具体的に説明する。前記貯水槽１を構成する外壁支
柱部材９には、前記したように、一体型の外壁支柱部材９Ａと上下二分割型の外壁支柱部
材９Ｂがある。該一体型の外壁支柱部材９Ａとして構成されているのは、前記外壁支柱部
材列３９を構成する全て外壁支柱部材９Ａ１（図９、図１４）と、貯水槽隅部１１４で立
設される（即ち、前記外壁支柱部材列３９，３９の両端部３８，３８、３８，３８で立設
される）隅部の外壁支柱部材９Ａ２（図１５）と、前記内壁支柱部材列３２の両端部に当
接状態で立設される列端の外壁支柱部材９Ａ３（図１６）である。又、前記上下分割形の
外壁支柱部材９Ｂとして構成されているのは、前記隅部の外壁支柱部材９Ａ２と前記列端
の外壁支柱部材９Ａ３との間８Ａ（図２４）、及び、隣り合う列端の外壁支柱部材９Ａ２
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間８Ｂ（図２４）に配設される中間の外壁支柱部材９Ｂ１（図１７）である。
【００３８】
　前記外壁支柱部材９Ａ１は、図９、図１４に示すように、上下方向に長い矩形板状を呈
する一体物の立壁部１１３の内側の立面（前記貯水槽の内部側に位置する立面）２６の上
部と下部に上下の突出部１１５，１１６が突設され、又、該内側の立面２６の中間部には
中間の突出部１１９が突設されており、全体として、縦断面がＥ字状に形成されている。
そして、その上面１２０と下面１２１が水平面に形成されると共に、前記立壁部１１３の
両端の垂直な立面１２２，１２３が継手面部１２５，１２５とされている。
【００３９】
　該下の突出部１１６は、その上面が、内方に向けて下方に傾斜する傾斜面１２６として
形成されると共にその下端縁１２７に垂直面１２９が連設されており、台座部１２８を構
成する。本実施例においては、該垂直面１２９の上下方向の中央部分において、前後方向
に延長する台形溝部１３０が設けられている。
【００４０】
　又前記上の突出部１１５は、その下面が、内方に向けて上方に傾斜する傾斜面１３１と
して形成されると共に、その上端縁１３２には垂直面１３３が連設されている。該上の突
出部１１５は、前記上部スラブ１２の幅方向の縁部分２７を下方から支持する前記上部受
部（第２の上部受部２５ｂ）２５を構成し、その上面は上の水平載置面１３５とされてお
り、該上の水平載置面１３５は、前記第１の上部受部２５ａの上の水平載置面９２と同高
さに設定されている。
【００４１】
　又前記中間の突出部１１９は、その下面が、内方に向けて上方に傾斜する傾斜面１３６
として形成されると共にその上端縁１３７に垂直面１３９が連設され、その上端縁１３７
には、前記内側の立面２６に向かう水平面１４０が連設されている。該中間の突出部１１
９は、前記中間スラブ１０の長さ方向の縁部分２０を下方から支持する前記中間受部（第
２の中間受部２１ｂ）２１を構成し、その上面は下の水平載置面１４１を構成しており、
前記第１の中間受部２１ａの前記下の水平載置面７５と同高さに設定されている。
【００４２】
　前記隅部の外壁支柱部材９Ａ２は、図２に示すように、貯水槽隅部１１４に配設される
ものであり、図１５に示すように、横断面Ｌ字状を呈する、上下方向に長い一体物の立壁
部１４２の内側の立面２６の上部と上下方向の中間部と下部の夫々に、上の突出部１４３
と中間の突出部１４５と下の突出部１４６が突設され、上面１４７と下面１４９は水平面
に形成され、両端の垂直な立面が継手面部１２５，１２５とされている。
【００４３】
　そして、該下の突出部１４６によって台座部１２８が形成されており、前記中間の突出
部１４５は、平面視でＬ字状を呈している。又、前記上の突出部１４３は平面視でＬ字状
を呈している。又、前記中間の突出部１４５は、前記中間スラブ１０の縁部分（コーナ部
分）２０を下方から支持する前記中間受部（第２の中間受部２１ｂ）２１を構成しており
、その水平面は下の水平載置面１４１とされている。そして、該下の水平載置面１４１は
前記第１の中間受部２１ａの下の水平載置面７５と同高さに設定されている。又、上の突
出部１４３は、前記上部スラブ１２の縁部分（コーナ部分）２７を下方から支持する前記
第２の上部受部２５ｂとされており、その水平な上面が上の水平載置面１３５とされてい
る。該上の水平載置面１３５は、前記第１の上部受部２５ａの上の水平載置面９２と同高
さにある。
【００４４】
　前記列端の外壁支柱部材９Ａ３は、図１６に示すように、上下方向に長く一体に形成さ
れた矩形板部１５５の内側の立面２６の幅方向の中央部分に、上下方向に連続する継手突
条部１５６を一体に突設してなるＴ字状を呈する立壁部１５７を具えている。そして、該
継手突条部１５６と該矩形板部１５５とが構成する左右の入隅部分１５９，１５９を仕切
るように、該Ｔ字状の立壁部１５７の下部の左右に下の突出部１６０，１６０が設けられ
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ると共に、該Ｔ字状の立壁部１５７の上下方向の中間部に左右の中間の突出部１６１，１
６１が突設されており、又、該Ｔ字状の立壁部１５７の上部に、左右の上の突出部１６２
，１６２が突設されている。
【００４５】
　これによって、該列端の外壁支柱部材９Ａ３は、図１６に示すように、その両端の垂直
な立面が継手面部１２５，１２５とされると共に、前記継手突条部１５６の垂直な先端面
が、前記内壁支柱部材列３２の垂直な端面１６７に当接し得る垂直な継手面部１２５とさ
れている。
【００４６】
　前記左右の下の突出部１６０，１６０は、列端の外壁支柱部材９Ａ３の台座部１２８を
構成する。そして、前記左右の中間の突出部１６１，１６１は、前記第２の中間受部２１
ｂ，２１ｂを構成しており、その水平な上面は、前記中間スラブ１０の縁部分２０（コー
ナ部分）を載置する下の水平載置面１４１とされている。該下の水平載置面１４１は、前
記第１の中間受部２１ａの下の水平載置面７５と同高さに設定されている。
【００４７】
　又、前記左右の上の突出部１６２，１６２は、前記第２の上部受部２５ｂ，２５ｂを構
成しており、その水平な上面は、前記上部スラブ１２の縁部分２７（コーナ部分）を載置
する上の水平載置面１３５とされている。該上の水平載置面１３５は、前記第１の上部受
部２５ａの上の水平載置面９２と同高さに設定されている。
【００４８】
　前記中間の外壁支柱部材９Ｂ１は、図１７～１８に示すように、上下二分割型のもので
あり、下支柱部材１５の上端１６に上支柱部材１７を立設状態に連結して構成される。該
下支柱部材１５は図１８（Ａ）に示すように、横断面がコ字状に形成されており、その上
面部４８とその下面部４９は水平面に形成され、その両端（左右）の垂直な立面が下の継
手面部３１ａ，３１ａとされている。そして、前記下支柱部材１５の上端部分４４には支
持台部５０が上方に向けて突設されており、該支持台部５０の上端面５１としての前記上
端１６に前記上支柱部材１７が立設状態に連結される如くなされている。又、前記下支柱
部材１５の上端部分４４の内の前記支持台部５０よりも前記貯水槽の内部側に位置する部
分には、図１８（Ａ）、図１９（Ｂ）に示すように、前記中間スラブ１０の幅方向の縁部
分７１を下方から支持する中間受部１６３が設けられており、前記支持台部５０の上端面
５１は、図１９に示すように、該中間受部１６３で支持された状態にある該縁部分７１の
上面５２よりも稍下方に位置するようになされている。
【００４９】
　該下支柱部材１５はより具体的には、図１７～１８に示すように、矩形板状を呈する下
の立壁部５４の内側の立面（前記貯水槽の内部側に位置する立面）１９の上部分に、上の
突出部２２が突設されると共に、該内側の立面１９の下部分に下の突出部２３が突設され
ている。該下の突出部２３の上面は、外方に向けて下方に傾斜する傾斜面２４として形成
されると共に、その下端縁２８に垂直面５８が連設されており、これによって、下支柱部
材１５の下縁部分には、前後方向で見て山形状を呈する台座部１２８が設けられている。
本実施例においては、前記垂直面５８の上下方向の中央部位において、前後方向に延長す
る台形溝部１３０が設けられている。
【００５０】
　又、前記上の突出部２２は、本実施例においては図１７～１８に示すように、その下面
が、外方に向けて上方に傾斜する傾斜面６７として形成されると共に、その上端縁６８に
は垂直面６９が連設されており、該垂直面６９の上縁７０で、前記下の水平載置面７５と
同高さで上面（下の水平載置面）１４１が連設されており、該下の水平載置面１４１は、
図１９（Ｂ）に示すように、前記中間スラブ１０の幅方向の縁部分７１を下方から支持す
る。そして、該下の水平載置面１４１に隣接させて前記支持台部５０が上方に向けて突設
されている。
【００５１】
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　本実施例においては、該支持台部５０の左右の側面７３，７４は垂直面として構成され
ており、前記下の立壁部５４の両端（左右）の垂直な立面７８，８１の上部分を構成して
いる。又、該支持台部５０の前後の側面８２，８３は垂直面として形成されており、該前
の側面８２と前記上面（下の水平載置面）１４１は直角を呈している。そして、該後の側
面８３は、前記下の立壁部５４の、前記内側の立面１９と対向する外側の立面８４の上部
分を構成している。又、前記支持台部５０の上端面５１は水平面として形成されている。
そして、前記下の水平載置面１４１には、図７、図１８、図２０に示すように、前記中間
スラブ１０の側縁部分７１を接合するための接合用ボルト７６（図１９）の下縁部分７７
がねじ込まれるインサート７９が、左右方向に所要間隔で埋設されている。本実施例にお
いては、図１８（Ａ）に示すように、該下の水平載置面１４１の両端側部分と中央部分の
３箇所で埋設されている。
【００５２】
　又、前記支持台部５０には、図１８（Ａ）、図２０に示すように、その上端面５１で開
放された上端開放のスリーブ８５の多数個が埋設されている。該スリーブ８５は、本実施
例においては図１８（Ａ）に示すように、該上端面５１の左右両側に位置させて、前後方
向に所要間隔で設けられている。
【００５３】
　一方、前記上支柱部材１７は、図１７～１８に示すように、矩形板状を呈する上の立壁
部９３の内側の立面（前記貯水槽の内部側に位置する内側の立面）９４の上部に上の突出
部９５が突設されてなる横断面が逆Ｌ字状に構成されており、その上面部９６と下面部９
７は水平面に形成されている。そして、該上の立壁部９３の左右の垂直な立面が上の継手
面部３１ｂ，３１ｂとされている。又、該上の突出部９５の下面は、外方に向けて上方に
傾斜する傾斜面１００として形成されると共に、その上端縁１０１には垂直面１０２が連
設されている。
【００５４】
　本実施例においては、図１７～１８に示すように、前記上の立壁部９３の前記下面部９
７の左右幅は前記支持台部５０の水平な上端面５１の左右幅に等しく設定されている。そ
して、該下端面９７には、図１８（Ｂ）に示すように、前記の各スリーブ８５に挿入され
る垂直接合筋１０３が下方向に突設されている。該垂直接合筋１０３の径は例えば２２ｍ
ｍに設定されると共に、前記スリーブ８５の挿入孔８７（図２０）の孔径は例えば３５ｍ
ｍに設定されている。そして前記上の突出部９５は、図１９（Ａ）に示すように、前記上
部スラブ１２の幅方向の縁部分１６４を下方から支持する上部受部１６５を構成しており
、その上面は、前記上の水平載置面９２と同高さである、上の水平載置面１６６とされて
いる。
【００５５】
　該上の水平載置面１６６には、図１７～１８、図１９（Ａ）に示すように、前記上部ス
ラブ１２の縁部分１６４を接合するための接合用ボルト７６の下縁部分７７がねじ込まれ
るインサート７９が、前後方向に所要間隔で埋設されている。本実施例においては、図１
７～１８に示すように、該上の水平載置面１６６の両端側部分と中央部分の３箇所で埋設
されている。
【００５６】
　然して図１７に示すように、該上支柱部材１７の下面部９７を前記支持台部５０の水平
な上端面５１に位置合わせして載置することにより、前記中間の外壁支柱部材９Ｂ１を構
成できる。この載置に際しては、例えば図２０に示すように前記の各スリーブ８５の挿入
孔８７内に予め、無収縮モルタルやグラウト等の充填材１０４を注入して後、前記上支柱
部材１７の吊り降ろしに伴って、前記垂直接合筋１０３を該挿入孔８７に挿入する。この
挿入によって充填材１０４の一部分が溢れた時は、拭き取ればよい。該充填材１０４が硬
化することにより、前記中間の外壁支柱部材９Ｂ１が構成される。そして、該支持台部５
０の左右の側面７３，７４は、前記上支柱部材１７の上の立壁部９３の左右の立面１０５
，１０６に夫々、垂直に一連に連なり、全体として垂直面を呈する。かかる構成を有する
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中間の外壁支柱部材９Ｂ１の、上下連続する前後の垂直な立面は継手面部３１，３１とさ
れている。
【００５７】
　前記中間スラブ１０には２種類がある。第１の中間スラブ１０ａは図２１（Ａ）（Ｂ）
に示すように２種類がある。その内の図２１（Ａ）に示すものは、矩形板状に形成されて
おり、その長辺１６９の長さは例えば４５６０ｍｍに設定されると共にその短辺１７０の
長さは２５００ｍｍに設定され、その厚さ（上下方向で見た厚さ）は３００ｍｍに設定さ
れている。又、該第１の中間スラブ１０ａの短辺側部分１７１，１７１には、前記接合用
ボルト７６を挿通させるための接合用貫通孔１７２が該短辺１７０の延長方向に並設され
ている。本実施例においては５個が並設されている。該接合用貫通孔１７２は、本実施例
においては図１１、図１９～２０に示すように、下端１７３から上端１７５に向けて拡大
したテーパ孔として形成されており、その下端１７３の孔径は、前記接合用ボルト７６の
径よりも稍大きく設定されている。一方、図２１（Ｂ）に示す第１の中間スラブ１０ａは
、図２１（Ａ）に示す構成に加えて、長辺側部分１７６にも接合用貫通孔１７２の１０個
が並設されている。
【００５８】
　又、第２の中間スラブ１０ｂは、図２２に示すように、矩形板状を呈する前記第１の中
間スラブ１０ａの長辺側（前記内壁支柱部材列３２の延長方向で見た両側縁部分）１７６
，１７６の中央部分が内側に欠切されることによって、欠切開口部１７７，１７７が形成
された形態を有している。本実施例においては、内側に対称形態で凹むように五角形の山
形に大きく欠切されることにより該欠切開口部１７７，１７７が形成されている。該欠切
開口部１７７，１７７の、直線状を呈する先端縁部１７９，１７９間は、前記長辺１６９
の延長方向（前記内壁支柱部材列３２の延長方向と直交する方向）Ｆ２に長い、例えば５
００ｍｍ幅の細幅の繋ぎ板部１８０とされており、該繋ぎ板部１８０は、両側の幅広部１
８１，１８１を繋いでいる。
【００５９】
　又前記上部スラブ１２は、図２３（Ａ）（Ｂ）に示すように２種類がある。その内の図
２３（Ａ）に示すものは、矩形板状に形成されており、その長辺１８２の長さは例えば４
７３０ｍｍに設定されると共に、その短辺１８３の長さは例えば２５００ｍｍに設定され
ている。そして、該短辺側部分１８５，１８５には、前記中間スラブ１０におけると同様
の構成で、前記接合用ボルト７６を挿通させるための接合用貫通孔１７２が該短辺の延長
方向に並設されている。一方、図２３（Ｂ）に示す上部スラブ１２は、図２３（Ａ）に示
す構成に加えて、長辺側部分１７８にも接合用貫通孔１７２の１０個が並設されている。
【００６０】
　次に、前記構成を有する内壁支柱部材７と外壁支柱部材９と中間スラブ１０と上部スラ
ブ１２とを用いて前記上下二槽型の貯水槽１を構築する施工工程の一例を説明する。先ず
図２４～２５に示すように、貯水槽を構築すべき場所を掘削して形成した施工空間部１９
３の底部に基礎コンクリート１８６を形成した後、構築すべき貯水槽の短辺側において、
その両端に前記隅部の外壁支柱部材９Ａ２，９Ａ２を立設すると共に、形成すべき内壁支
柱部材列３２の配置状態に合わせて前記列端の外壁支柱部材９Ａ３を立設する。その後、
前記中間の外壁支柱部材９Ｂ１を構成する下支柱部材１５を立設状態に配設する。
【００６１】
　その後、前記両端の前記隅部の外壁支柱部材９Ａ２，９Ａ２の夫々に続けて、前記外壁
支柱部材９Ａ１を、図２４に矢印Ｆで示すように、右側から左側に向けて（図２５におい
ては矢印Ｆ示すように、左側から右側に向けて）順次、相互が当接した立設状態で配設す
る。これにより、前記外壁支柱部材列３９，３９を構成できる。
【００６２】
　又、前記列端の外壁支柱部材９Ａ３の夫々について、前記内壁支柱部材７を順次当接さ
せて、立設状態に配設する。これにより、夫々の列端の外壁支柱部材９Ａ３に続けて前記
内壁支柱部材列３２を構成でき、これによって、例えば４６００ｍｍ程度の間隔で並設さ
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れた内壁支柱部材列並列体３３を構成できる。
　然る後、図２４に示すように、前記外壁支柱部材列３９，３９の端部１０７，１０７に
前記隅部の外壁支柱部材９Ａ２，９Ａ２を当接状態に立設すると共に、前記内壁支柱部材
列３２の夫々の端部１１７に、前記列端の外壁支柱部材９Ａ３を当接状態に立設する。又
、該隅部の外壁支柱部材９Ａ２と前記列端の外壁支柱部材９Ａ３との間８Ａ、及び、隣り
合う列端の外壁支柱部材９Ａ３，９Ａ３間８Ｂに、前記下支柱部材１５を当接させて立設
状態で配設する。
【００６３】
　これによって図２４に示すように、前記内壁支柱部材列３２，３２間の単位空間部１０
８、及び、前記内壁支柱部材列３２と前記外壁支柱部材列３９との間の単位空間部１０８
の両端部が、前記下支柱部材１５の上側で開放された（即ち、前記隅部の外壁支柱部材９
Ａ２の上側部分と前記列端の外壁支柱部材９Ａ３の上側部分との間、前記列端の外壁支柱
部材９Ａ３，９Ａ３の上側部分間が開放された）状態が得られ、作業者の出入りを可能と
する開放端部１１０，１１０が形成される。
【００６４】
　その後、例えば図２５～２６に示すように、夫々の単位空間部１０８の底部分に適宜の
配筋２３１を施して底部コンクリート２３０を打設して貯水槽の底部２２７を形成する。
この打設に先立って、前記台座部１２８，６１間や該台座部６１，６１間に適宜の配筋２
３１が施されるのであるが、そのために例えば図２６に示すように、前記外壁支柱部材９
の前記台座部１２８を構成する前記垂直面１２９の、前記台形溝部１３０を挾む上下の面
部１５０，１５１（図２６）に、水平突出し筋２３３，２３３を突設しておき、或いは、
施工現場において、該上下の面部２３３，２３３に埋設したインサートに水平突出し筋２
３３の縁部分をねじ込んでおく。
【００６５】
　又同様に、前記内壁支柱部材７の台座部６１を構成する前記垂直面の前記台形溝部６２
を挟む上下の面部２３２，２３２に水平突出し筋２３３，２３３を突設しておき、そして
、対向する水平突出し筋２３３，２３３相互が繋ぎ筋２３９で適宜連結される。この施工
を行うに際しては、作業者は前記開放端部１１０を通して各単位空間部１０８に容易に出
入りできる。又、該貯水槽の底部を形成するための鉄筋等の資材は、前記単位空間部１０
８の上端開放部１０９を通して導入できる他、前記開放端部１１０を通して導入すること
もできる。これらによって、貯水槽の底部２２７を施工性よく形成できることとなる。
【００６６】
　このように貯水槽の底部２２７を形成して後、或いは、該貯水槽の底部２２７の形成と
併せて、図２４に示すように前記中間仕切り部３を形成する。該中間仕切り部３の形成は
、図２６に示すように、前記中間スラブ１０を、同高さで対向する前記第１の中間受部２
１ａ，２１ａ間に、その側部４１，４１相互を図２５に示すように当接させて架設すると
共に、同高さにある前記第１の中間受部２１ａと前記第２の中間受部２１ｂとの間に、側
部４１，４１相互を図２５に示すように当接させて架設する。図２６は、前記単位空間部
１０８の底部（貯水槽の底部）２２７が形成されると共に該単位空間部１０８が中間仕切
り部３で上下二分割されてなる前記単位貯水槽２の並設状態の一部分を示している。
【００６７】
　ここで、前記中間スラブ１０の架設施工についてより具体的に説明すれば、該架設は図
１１、２７に示すように、その両縁部分２０，２０を、前記下の水平載置面７５，７５、
７５，７５に載置して行われる。
【００６８】
　このように載置する際、前記内壁支柱部材７に関しては、図１１に示すように、該中間
スラブ１０の端面部１８４と前記立壁部５３の左右の立面１３，１４との間に例えば７０
ｍｍ程度の溝幅を有する間隙部分１９６が形成されるように行われる。又、前記外壁支柱
部材９Ａ１に関しては、図２７に示すように、該中間スラブ１０の端面部１８７と前記立
壁部１１３との間に例えば３０ｍｍ程度の溝幅を有する間隙部分１８８が形成されるよう
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に行われる。図２０は、前記中間スラブ１０の縁部分７１を前記中間の外壁支柱部材９Ｂ
１の前記中間受部１６３の前記下の水平載置面１４１に載置した状態を示している。この
ようにして載置した状態で、本実施例においては図２０に示すように、前記支持台部５０
の上端面５１が、前記中間スラブ１０の側縁部分７１の上面５２よりも上方に位置する。
【００６９】
　中間スラブ１０をこのように載置する際、図１１、図２７、図２０に示すように、前記
下の水平載置面７５，７５，１４１で立設されている接合用ボルト７６を前記接合用貫通
孔１７２に挿入させ、その後、該接合用貫通孔１７２内に、無収縮モルタルやグラウト等
の充填材１０４を充填する。該充填材１０４の硬化によって、前記縁部分２０を前記第１
、第２の中間受部２１ａ，２１ｂ固定できると共に、前記側縁部分７１を前記側縁受部１
６３に固定できる。
【００７０】
　前記のように、大きな溝幅を有する間隙部分１９６，１８８を形成することにより、前
記中間スラブ１０や前記内壁支柱部材７、前記下支柱部材１５等の製造誤差、施工誤差が
生じた場合に、これを吸収できると共に、これらの誤差が生じたときも、該間隙部分１９
６，１８８に前記充填材１０４を確実に充填でき、該中間スラブ１０と前記中間受部２１
ａ，２１ａ、前記中間受部１６３とを一体化できることになる。
【００７１】
　本実施例においては図３に示すように、貯水槽１の、前記内壁支柱部材列３２の延長方
向Ｆ１で見た両端側の部分で架設される中間スラブ１０の、該延長方向と直交する方向Ｆ
２に延長する４列分については、図２１に示す矩形板状を呈する前記第１の中間スラブ１
０ａを用いることとし、これにより、中間仕切り部３の両側部分１９９，１９９に、水平
な平坦面部を形成するようになされている。そして該両側部分１９９，１９９間２００に
は、図２２に示す第２の中間スラブ１０ｂが架設されており、前記内壁支柱部材列３２の
延長方向Ｆ１で見て隣り合う欠切開口部１７７，１７７の合致によって、図３、図２８に
示すように、例えば亀甲状を呈する比較的大きな前記点検用開口部２０１が形成されるよ
うになされている。これにより、図３、図５０に示すように、囲枠体４０の内側に、上面
２０２が水平である前記中間仕切り部３が形成された状態が得られる。
【００７２】
　その後、図１９、図２５～２６に示すように、立設状態にある外側支柱部材９Ａ１，９
Ａ２，９Ａ３及び、前記下支柱部材１５による囲枠体１８９の外側部分を全周に亘って、
該下支柱部材１５の上端高さまで土砂で埋め戻す。この埋め戻し部１９０によって、貯水
槽１の下側構造部１９１が土圧に対して安定化する。そして、このようにして埋め戻すこ
とにより、図１９に示すように、該埋め戻し部１９０の上面２１４が前記中間仕切り部３
の上面２１８に略一連に連なることになるため、前記単位空間部１０８内への作業者の出
入りがより容易化され、前記上支柱部材１７の立設施工や内側支柱部材７，７相互の連結
、外側支柱部材９，９相互の連結等の該単位空間部１０８内に置ける各種の作業を、該中
間仕切り部３を足場にして能率よく行い得ることとなる。
【００７３】
　その後図２０に示すように、前記下支柱部材１５の上端１６に前記上支柱部材１７を立
設状態に連結する。これらによって、図３に示すように、前記両側の外側支柱部材列３９
，３９によって貯水槽１の長辺側の側面板部１９２，１９２が構成されると共に、前記隅
部の外壁支柱部材９Ａ２と前記列端の外壁支柱部材９Ａ３と前記中間の外壁支柱部材９Ｂ
１とによって、貯水槽の短辺側の端面板部１８，１８が構成される。
【００７４】
　ここで、前記下支柱部材１５の上端１６に前記上支柱部材１７を立設状態に連結する要
領を図２０に基づいて説明する。前記上支柱部材１７をクレーンで吊り降ろして前記下支
柱部材１５の上端（本実施例においては前記支持台部５０の上端面５１）１６に載置する
のであるが、その際、前記垂直接合筋１０３の夫々を、対応の前記スリーブ８５の挿入孔
（前記要領により、無収縮モルタルやグラウト等の充填材１０４が充填されている）８７
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に挿入すると共に、該上支柱部材１７の垂直状態を調整し且つこの調整状態を保持する。
【００７５】
　そのために、例えば図２９～３０に示すように、該上支柱部材１７の内側の立面２６側
において、中間スラブ１０の上面５２と該上支柱部材１７の該立面２６とを、長さ調整可
能なサポート装置２０４を用いて連結するのがよい。該サポート装置２０４は、図３１～
３２に示すように、該立面２６と該中間スラブ１０の上面５２に固定される掛着部材２０
６，２０６と、長さ調整可能なサポート軸２０７とから構成されており、該掛着部材２０
６，２０６は、前記上面５２、前記立面２６に埋設されたインサート２０９に螺合される
固定ボルト２１０で固定された取付板２１１に、Ｕ字状係合片２１２の両縁部分２１３，
２１３を固定して構成されている。
【００７６】
　又該サポート軸２０７は、両縁部分が逆ネジのネジ筒部２１５，２１５として形成され
たパイプ部材２１６と、逆ネジである該両ネジ筒部２１５，２１５に螺合されるネジ軸部
材２１７，２１７と、該ネジ軸部材２１７の端部に設けられて前記Ｕ字状係合片２１２に
引っ掛けられるフック部材２１９とを具えており、該ネジ筒部２１５，２１５に対する該
ネジ軸部材２１７の螺合状態を調整することによって該サポート軸２０７の長さを調整可
能となされている。なお前記掛着部材２０６，２０６は、例えば図３３に示すような、ア
イボルト２０６ａを用いて構成する等、掛着可能な各種部材を用いて構成できる。
【００７７】
　然して、上下のフック部材２１９，２１９を上下のＵ字状係合片２１２，２１２に引っ
掛けた状態で前記パイプ部材２１６を所要量回転させることにより、サポート装置２０４
によって前記上支柱部材１７の垂直状態を調整でき、この調整状態を図３１～３２に示す
ように保持できる。
　該サポート軸２０７は、前記スリーブ８５内の充填材１０４が硬化した後に取り外され
る。これにより、上支柱部材１７が垂直状態に立設された前記中間の外壁支柱部材９Ｂ１
が構成されることとなる。
【００７８】
　その後、図３４に示すように、前記上部スラブ１２を、同一高さで対向する前記第１の
上部受部２５ａ，２５ａ間に、側部４２，４２相互を当接させて（図２）架設すると共に
、同一高さにある前記第１の上部受部２５ａと前記第２の上部受部２５ｂとの間に、側部
４２，４２相互を当接させて架設する。この架設は、該上部スラブ１２の縁部分２７を前
記上の水平載置面９２，９２，１３５に載せて行なわれる。この載置の際、図３５、図３
６に示すように、前記接合用ボルト７６を前記接合用貫通孔１７２に挿入し、該接合用貫
通孔１７２内に無収縮モルタルやグラウト等の充填材１０４を充填する。該充填材１０４
の硬化によって、該縁部分２７を該第１、第２の上部受部２５ａ，２５ｂに固定できる。
本実施例においては、図１９に示すように、接合用ボルト７６を用いて、前記上部スラブ
１２の縁部分１６４を前記と同様の要領によって上部受部１６５に固定することとしてい
る。この上部スラブ１２の架設によって貯水槽頂板部１１が構成される。これにより、前
記単位貯水槽２が並設され、該単位貯水槽２が上下の単位貯水槽部５，６に分割されてお
り、全体として上下の貯水槽部５，６を具える貯水槽（図２、図４、図５）１が構築され
る。
【００７９】
　本実施例においては、前記単位空間部１０８への作業者の出入の容易化、前記単位空間
部１０８への資材の搬入の容易化のためには前記隅部の外壁支柱部材９Ａ２と前記列端の
外壁支柱部材９Ａ３との間及び、隣り合う列端の外壁支柱部材９Ａ３，９Ａ３間のみを開
放させればよいため、図２４～２５に示すように、該隅部の外壁支柱部材９Ａ２と該列端
の外壁支柱部材９Ａ３については上下方向に長い一体物として構成している。従ってこれ
らについては、前記中間の外壁支柱部材９Ｂ１におけるように下支柱部材１５に対して上
支柱部材１７を連結するという施工手間を削減できることとなり、それだけ施工性向上を
期し得ることとなる。
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【００８０】
　本実施例においては、図３５に示すように、上部スラブ１２の架設によって、前記内壁
支柱部材７の上面部８６には、隣り合う上部スラブ１２，１２の向き合う端面部２２１，
２２１間に、例えば２７０ｍｍ程度の溝部分２２２が形成されるようになされている。又
、図３６に示すように、前記外壁支柱部材９を周方向で立設して構成された囲枠体２２４
の上面部分には、上部スラブ１２の端面部２２１の外側に、例えば４５０ｍｍ程度の幅を
有する凹部２２３が周方向に連続して形成されるようになされている。然して図４～５、
図３４に示すように、架設された上部スラブ１２の上面２２５及び前記溝部分２２２、前
記凹部２２３にコンクリートを現場打ちして現場打ち部２２６を形成し、その上に盛土し
た後、その上にアスファルト舗装をする等すれば、貯水槽の上部空間を公園や駐車場等と
して利用できることとなる。
【００８１】
　ここで前記貯水槽１を構築する際の施工工程について補足説明すれば以下の通りである
。図３７～３８、図３９、図４０に示す一体型の外壁支柱部材９Ａ及び、図４１、４２、
４３に示す上下二分割型の外壁支柱部材９Ｂにおいて、符号３３５に示すものは、部材相
互間の止水を図るために介在される、例えばブチルゴム等の帯状片からなる止水材である
。図３７～３８に記載の該一体型の外壁支柱部材９Ａについて説明すれば、該止水材３３
５は、図３７、図３８（Ａ）に示すように、一方の継手面部３７ａにＬ字状等に付設され
る（他方の継手面部３７ｂには付設されない）と共に、図３７、図３８（Ｂ）に示すよう
に、前記台座部１２８を構成する前記垂直面１２９の前記台形溝部１３０を挾む上下の面
部１５０，１５１に、該止水材３３５が付設されており、又、図３７、図３８（Ｃ）、（
Ｄ）に示すように、前記中間受部２１の上面（前記中間スラブ１０の縁部分２０を支持す
る前記水平載置面１４１）及び前記上部支持部２５の上面（前記上部スラブ１２の部分２
７を支持する上の水平載置面１３５）にも、止水材３３５が付設されている。
【００８２】
　該止水材３３５は、図４４に示す内壁支柱部材７にも同様にして付設される。図２６は
、貯水槽１の底部２２７（図５～６、図９、図１３～１４、図１５、図２３～２４）を形
成するに際して、隣り合う内壁支柱部材列３２，３２の台座部６１，６１間、内壁支柱部
材列３２の台座部６１と外壁支柱部材列３９の台座部１２８との間に底部コンクリート２
３０を打設した状態を示すものである。
【００８３】
　又、前記上部スラブ１２上に前記現場打ち部２２６を形成するに先立って配筋するに際
しては、前記上部スラブ１２，１２間に形成された溝部分２２２において、水平突出部２
４０を有する屈曲突出筋２４１を突設すると共に、前記外壁支柱部材９の前記凹部２２３
において、水平突出部２４３を有する屈曲突出筋２４５を突設する。そして、前記上部ス
ラブ１２の縁部分２７を、該水平突出部２４３と前記上面１２０との間に挿入状態とする
。その後、対向する水平突出部２４０，２４３相互が繋ぎ筋２４６で適宜連結される。
【００８４】
　又、貯水槽１内への雨水の導入の構成の一例を説明すれば、図１、図４５において符号
２４７（その他の図では記載していない）は、貯水槽１の一方の長辺側２４９で且つ一方
の短辺側２５０に寄せて設けられた雨水導入用のスロープである。該スロープ２４７は、
傾斜部２５１が上下の貯水槽部５，６に跨がるように、他方の短辺側２５２に向けて下方
に傾斜して設けられており、その下縁部分２５３が貯水槽１の底面２５５上に設置されて
いる。又、該スロープ２４７の水平な上縁部分２５６は、前記一方の短辺側２５０に設け
られた流入管２５７に連設されている。そして、該流入管２５７から貯水槽１内に導入さ
れた雨水は、該貯水槽１において一時的に貯留された後、貯水槽１の下部に設けられた流
出管２５９から河川等に自然流出可能となされる。或いは、ポンプで強制的に排出される
。そのためのポンプ室は、貯水槽の内部や外部に設置できる。
【００８５】
　又図４６において符号２６０は、貯水槽１の上部に設けられたマンホールであり、該マ
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ンホール２６０に連なるように、上下の貯水槽部５，６に上下の昇降用梯子２６１，２６
２が設けられている。貯水槽底部の清掃等の貯水槽維持管理に際しては、作業者が、前記
中間仕切り部３に設けた出入用開口部２６３を通して該上下の昇降用梯子２６１，２６２
を伝って昇降できる。
【００８６】
　そして、前記内壁支柱部材列３２や前記外壁支柱部材列３９や前記端面板部１８を構成
する際にその全体を連結一体化するに際して、又、前記内壁支柱部材列３２とその両端に
配置される外壁支柱部材９，９とを連結一体化するに際しては、例えば図４７、図４８に
示すように、内壁支柱部材７や外壁支柱部材９にその上下方向で所要間隔で設けられた挿
通孔２６５を挿通する長いＰＣ鋼棒２６６ａを用い、全体を連結一体化する。
【００８７】
　図４７はその一例を示すものであり、内壁支柱部材７の４～５個を単位として、これら
を長いＰＣ鋼棒２６６ａを用いて連結一体化した状態を示している。図４７（Ｂ）（Ｃ）
に示すように、該長いＰＣ鋼棒２６６ａの両縁部分はネジ軸部２６７，２６７とされてお
り、該長いＰＣ鋼棒２６６ａが、例えば５個の内壁支柱部材７，７，７，７，７の夫々に
設けた挿通孔２６５に挿通せしめられると共に前記ネジ軸部２６７，２６７の先側部分が
、前記立面に凹設された凹部２７０，２７０に収容される。この状態で、該ネジ軸部２６
７，２６７にナット２７１，２７１が螺合され締め付けられることによって所要個数の内
壁支柱部材７の全体が一体化されるようになされている。
【００８８】
　図４８は、外壁支柱部材９の４～６個を単位として、その全体を長いＰＣ鋼棒２６６ａ
を用いて同様にして連結一体化した状態を示している。そして、前記内壁支柱部材列３２
と外壁支柱部材９との連結一体化も、長いＰＣ鋼棒２６６ａを用いて同様に行なうことが
できる。このようにして連結一体化する際、連結状態をより安定化させるために、図４７
～４８に一点鎖線で示すように、前記凹部２７０内で向き合う状態に突設された前記ネジ
軸部２６７，２６７相互を長ナット２４８で連結して、隣り合う長いＰＣ鋼棒２６６ａ，
２６６ａを一体化するのがよい。
【００８９】
　図４９は、前記内壁支柱部材７，７相互や前記外壁支柱部材９，９相互を１本の短いＰ
Ｃ鋼棒２６６ｂを用いて連結する連結手段を示すものである。該短いＰＣ鋼棒２６６ｂは
、内壁支柱部材７や外壁支柱部材９にその上下方向で所要間隔で設けられた挿通孔２６５
に挿通せしめられると共に、内壁支柱部材７を例にとれば、該内壁支柱部材７の前記継手
面部３１，３１の長手中央線に沿って設けられた連結条溝２５４，２５４で突出状態とさ
れる。そして、該連結条溝２５４において順次長ナット２５８で連結され、このように連
結一体化された短いＰＣ鋼棒２６６ｂの両縁部分２６４，２６４にナット２６８，２６８
が螺合され締め付けられることによって、所要個数の内壁支柱部材７の全体が、又、所要
個数の外壁支柱部材９の全体が連結一体化されるようになされている。
【００９０】
　かかる構成を有する貯水槽１にあっては、一体に構成された前記外壁支柱部材９が土圧
を安定的に支持できる。又、前記内壁支柱部材列３２や、前記貯水槽頂板部１１、前記中
間仕切り部３が梁状体２７４（図５０）として機能することにより、貯水槽１に作用する
水平方向の土圧を効果的に分散状態で支持できる。これらによって、前記の各外壁支柱部
材９が土圧によって撓み変形するのを防止でき、土圧に対する抵抗力の大なる貯水槽を構
築できることとなる。
【００９１】
　又、梁状体２７４として機能する前記中間仕切り部３には、隣り合う前記欠切開口部１
７７，１７７の合致によって大きな点検用開口部２０１が形成されているが、該点検用開
口部２０１（図２８）は、貯水槽底部２７５（図４～５）の土砂の堆積状態等を点検する
際に利用できる。作業者は、該中間仕切り部３の前記繋ぎ板部１８０（図５０）の上等を
歩行して、該点検用開口部２０１を通して貯水槽底部２７５の土砂の堆積状態等を点検で
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きるのである。なお、該歩行の際の安全確保のため、該繋ぎ板部１８０の両側等に転落防
止柵を設けるのがよい。
【００９２】
　又該点検用開口部２０１は、図５１に矢印で示すように、上下の貯水槽部５，６を連通
させて、水や空気の移動を可能とする。然して、下の貯水槽部６への水の流入の際に、該
点検用開口部２０１を通して上の貯水槽部５への空気抜きが円滑に図られるため、下の貯
水槽部６への水の流入を円滑に行なわせることができる。そして、この下の貯水槽部６で
の水の移動は、前記下の連通開口部４７を通して行なわれる。下の貯水槽部６が満杯にな
った後は、該点検用開口部２０１を通して、上の貯水槽部５への水の流入が行なわれるこ
ととなる。該上の貯水槽部５での水の横移動は、前記上の連通開口部４６を通して行なわ
れる。
【００９３】
　更に、前記第２の中間スラブ１０ｂは、前記欠切開口部１７７が設けられている分だけ
鉄筋やコンクリートの使用量を削減できるので、その製造コストの低減を期し得ると共に
、コンクリートや鉄筋量を削減した分だけ軽量となるのでその取り扱い性もよくなる。
【００９４】
　前記中間仕切り部３は前記のように、梁状体２７４としての機能の他に、前記のように
点検作業者の通路としても機能し、前記点検用開口部２０１を通して貯水槽底部２７５の
土砂の堆積状態等の点検を可能とする機能も奏するのであるが、該中間仕切り部３を、欠
切開口部１７７が設けられてなる前記第２の中間スラブ１０ｂのみを以て構成するときは
、貯水槽１が強度不足になる場合がある。
【００９５】
　そこで本実施例においては、図３に示すように、中間仕切り部３の、前記内壁支柱部材
列３２の延長方向で見た両側部分１９９，１９９においては、欠切開口部１７７が設けら
れていない矩形板状を呈する第１の中間スラブ１０ａのみを架設することとし、該両側部
分１９９，１９９間２００においてのみ第２の中間スラブ１０ｂを架設することとしてい
る。これによって、該中間仕切り部３の梁状体２７４（図５０）としての機能がより効果
的に発揮されて、貯水槽１の長さ方向及び幅方向での土圧をより安定的に支持でき、貯水
槽１の強度を所要に確保できることとなる。なお、中間仕切り部３の両側部分１９９，１
９９における該第１の中間スラブ１０ａの、前記延長方向Ｆ１（図３）で見た並置列２７
８の数は、前記端面板部１８を構成する外壁支柱部材９に作用する土圧の大きさを考慮し
て所要に設定する。図３においては、第１の中間スラブ１０ａの並置列の数を４列として
いるが、３列若しくは５～６列に設定することもある。
【００９６】
　次に、このように構成した場合に中間仕切り部３が奏する梁状体２７４の機能について
、より具体的に説明する。先ず、前記側面板部１９２を構成する両外端の外壁支柱部材列
３９，３９を構成する各外壁支柱部材９Ａ１は、図３、図５０に示すように、前記中間仕
切り部３の前記延長方向Ｆ１に直線状に連続する連続支持側面２７６で支持されている。
これによって、各外壁支柱部材９の内面部２７７はその全幅に亘って、該連続支持側面２
７６で安定的に支持されることになる。
【００９７】
　加えて、前記中間仕切り部３には、図５０に示すように、前記延長方向Ｆ１と直交する
方向Ｆ２に直線状に連続すると共にその両端部２８４，２８４が前記両外壁支柱部材列３
９，３９の内面部（外壁支柱部材９の内側面）２７７に当接する第１の板状連続梁部２７
９が設けられている。該第１の板状連続梁部２７９は、前記中間仕切り部３の両側部分１
９９，１９９においては、矩形板状を呈する前記第１の中間スラブ１０ａの全体からなり
、梁状体２７４として機能する。
【００９８】
　一方、該両側部分１９９，１９９間２００にあっては、図５０に示すように、該第１の
板状連続梁部２７９は、前記第２の中間スラブ１０ｂの、前記内壁支柱部材列３２の延長
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方向Ｆ１と直交する方向Ｆ２に長い前記した各繋ぎ板部１８０と、前記立壁部５３（図１
１）と、前記間隙部分１９６における充填材１０４の硬化物２８０，２８０（図１１）と
が、該直交する方向Ｆ２に直線状に連なることによって構成されている。これによって、
前記両側の外壁支柱部材列３９，３９に作用する水平方向の土圧は、前記延長方向Ｆ１に
並設された該第１の板状連続梁部２７９（図５０）の並列体２８１によって効果的に支持
されることとなる。
【００９９】
　図５０においては、説明の便宜上、前記第１の板状連続梁部２７９の直線状の延長方向
を一点鎖線で示している。又本実施例においては、図３、図５０に示すように、前記上の
連通開口部４６を前記内壁支持部材列３２の端部側に設けているため、隣の単位貯水槽２
へ作業者が移動する際、第１の中間スラブ１０ａを架設して構成された平坦な前記両側部
分１９９，１９９において安全に移動できることとなる。
【０１００】
　又、前記端面板部１８は、図５０に示すように、前記中間仕切り部３の、前記延長方向
Ｆ１と直交する方向Ｆ２に直線状に連続する連続支持側面２８２，２８２で支持されてい
る。加えて、前記延長方向Ｆ１に直線状に連続すると共にその両端部２８３，２８３が前
記端面板部１８の内面部２８５，２８５に当接する第２の板状連続梁部２８６が設けられ
ている。該第２の板状連続梁部２８６には、前記内壁支柱部材列並列体３３が構成するも
のと、前記中間仕切り部３が構成するものの２種類がある。このうち該中間仕切り部３が
構成するものは、前記第１の中間スラブ１０ａの全体によって形成される両側の梁状部２
８９，２８９と、その間に形成される、前記延長方向Ｆ１に並置された前記幅広部１８１
，１８１が形成する中間の梁状部２９０，２９０との組み合わせで構成されている。図５
０においては、説明の便宜上、前記第２の板状連続梁部２８６の直線状の延長方向を二点
鎖線で示している。
【０１０１】
　本実施例においては、中間仕切り部３の両側部分１９９，１９９においては、欠切開口
部１７７が設けられていない矩形板状を呈する第１の中間スラブ１０ａのみを架設するこ
ととしているため、該両側の外壁支柱部材列３９，３９に作用する水平方向の土圧の多く
の部分を該第１の中間スラブ１０ａの列で支持できることとなってより好ましい。
【０１０２】
　ここで、前記第１の板状連続梁部２７９と、前記第２の板状連続梁部２８６を有するこ
とを特徴とする本発明に係る貯水槽１の好ましい態様について、その全体構成をまとめれ
ば次のようである。即ち該貯水槽１は、左右の立面１３，１４の上下方向の中間部に、中
間スラブ１０の長さ方向の縁部分２０を下方から支持する中間受部２１，２１が設けられ
ると共に、該左右の立面１３，１４の上部に、上部スラブ１２の長さ方向の縁部分２７，
２７を下方から支持する上部受部２５，２５が設けられてなる内壁支柱部材７と、内側の
立面２６の上下方向の中間部に、前記中間スラブ１０の縁部分２０を下方から支持する中
間受部２１が設けられると共に、該内側の立面２６の上部には、前記上部スラブ１２の縁
部分２７を下方から支持する上部受部２５が設けられてなる外壁支柱部材９とを具えてい
る。
【０１０３】
　前記内壁支柱部材７は、その前後の立面としての継手面部３１，３１相互を当接状態に
して一列に並設されることにより内壁支柱部材列３２，３２を構成し、該内壁支柱部材列
３２，３２が左右方向に所要間隔で並設されることにより内壁支柱部材列並列体３３を構
成する如くなされている。又、前記外壁支柱部材９は、前記内壁支柱部材列並列体３３を
構成する両外端の内壁支柱部材列３２ａ，３２ａの外方側において、両端の立面としての
継手面部１２５，１２５相互を当接状態にして並設されることにより、該内壁支柱部材列
３２ａと所要間隔を置いて外壁支柱部材列３９を構成する如くなされている。そして、前
記中間スラブ１０が、同一高さで対向する前記中間受部２１，２１間に架設され且つ前記
縁部分２０が該中間受部２１に固定されることによって中間仕切り部３が構成される如く
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なされており、又、前記上部スラブ１２が、同一高さで対向する前記上部受部２５，２５
間に架設され且つ前記端部分２７が該上部受部２５に固定されることによって貯水槽頂板
部１１が構成される如くなされている。
【０１０４】
　又、前記中間仕切り部３の、前記内壁支柱部材列３２の延長方向で見た両側部分１９９
，１９９は、矩形板状を呈する前記中間スラブ１０を架設して構成されると共に、該両側
部分１９９，１９９間２００は、前記延長方向で見た両側部分が内側に向けて欠切される
ことによって左右の欠切開口部１７７，１７７が形成されてなる中間スラブ１０を架設し
て構成されてなり、該延長方向で見て隣り合う該欠切開口部１７７，１７７の合致によっ
て、貯水槽底部を目視観察するための点検用開口部２０１が形成される如くなされている
。
【０１０５】
　又、前記内壁支柱部材列３２，３２間、及び、前記内壁支柱部材列３２と前記外壁支柱
部材列３９との間に形成される単位貯水槽２の両端部は端面板部１８で覆われている。そ
して、前記両側の外壁支柱部材列３９，３９を構成する各外壁支柱部材９は、前記中間仕
切り部３の、前記延長方向に直線状に連続する連続支持側面２８２で支持されており、且
つ、前記中間仕切り部３には、前記延長方向と直交する方向に直線状に連続すると共にそ
の両端部２８４，２８４が前記両外壁支柱部材列３９の内面部２７７に当接する第１の板
状連続梁部２７９が設けられている。
【０１０６】
　又前記端面板部１８は、前記中間仕切り部３の、前記延長方向と直交する方向に直線状
に連続する連続支持側面２８２で支持されており、且つ、前記中間仕切り部３には、前記
延長方向に直線状に連続すると共にその両端部２８３，２８３が前記両端面板部１８，１
８の内面部２８５，２８５に当接する第２の板状連続梁部２８６が設けられている。
【０１０７】
　前記貯水槽１において、前記両側部分１９９，１９９間は、前記延長方向で見た一側部
分にのみ欠切開口部１７７が設けられてなる中間スラブ１０を架設して構成し、該欠切開
口部１７７によって前記点検用開口部２０１を形成する如く構成されることがある他、貯
水槽底部を目視観察するための点検用開口部１７７が形成された中間スラブ１０を架設し
て構成されることもある。
【実施例２】
【０１０８】
　本発明は、前記実施例で示したものに限定されるものでは決してなく、「特許請求の範
囲」の記載内で種々の設計変更が可能であることはいうまでもない。その一例を挙げれば
次のようである。
【０１０９】
(1) 図５２～５３は、前記中間の外壁支柱部材９Ｂ１を構成する前記上支柱部材１７の他
の態様を示すものである。
【０１１０】
　図５２～５３に示す上支柱部材１７は、前記上の立壁部９３の内側の立面２６の下部の
両側に位置させて側部支持片２９１，２９１が該上の立壁部９３と一体に突設されている
。該左右の側部支持片２９１，２９１の下面２９６，２９６は前記上の立壁部９３の下面
部９７の稍上方に位置させて設けられた水平面として形成されている。然して、前記垂直
接合筋１０３が図５３に示すように、対応のスリーブ８５の挿入孔８７に挿入するように
、該上支柱部材１７を吊り降ろして該上支柱部材１７の下面部（上の立壁部９３の下面部
）９７を前記支持台部５０の上端面５１に当接させると、前記側部支持片２９１，２９１
の下面２９６，２９６は、前記中間スラブ１０の側縁部分７１の水平な上面５２の稍上側
に位置するようになされている。そして図５３に示すように、該水平な下面２９６と前記
縁部分２０の上面５２との間に形成された高さ調整間隙３１０に、所要厚さのライナープ
レート３１１の所要枚数を挿入することにより、前記上支柱部材１７を前記下支柱部材１
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５の上端１６に略垂直状態で立設できるようになされている。このように突設した側部支
持片２９１によって、上支柱部材１７を下支柱部材１３に連結するまでの間における該上
支柱部材１７の転倒防止を図り得る。
【０１１１】
　図５４～５５は、上支柱部材１７のその他の態様を示すものであり、前記上の立壁部９
３の内側の立面２６の下部の両側に位置させて側部支持片２９１，２９１が該上の立壁部
９３と一体に突設されている点は、図５２～５３に示す場合と同様であるが、該側部支持
片２９１，２９１の構成が前記と異なる。即ち、該上支柱部材１７は、前記下支柱部材１
５の上端１６に設けられた中間受部１６３で支持される中間スラブ１０の縁部分７１の端
面部３１２が、図５２～５３に示す場合のような垂直面として構成されるのではなく、下
側の垂直面２９７の上端縁２９８で、外方に向けて上方に傾斜する傾斜面２９９が連設さ
れた屈曲面として形成されている。これに併せて前記側部支持片２９１は、前記上の立壁
部９３の下面部９７の下方に突出する突出部３０１の外面３０２が、前記傾斜面２９９と
当接し得る傾斜面として形成されている。そして、前記上支柱部材１７が、前記上の立壁
部９３の下面部９７を前記支持台部５０の上端面５１に当接させた吊り降ろし状態におい
て、前記突出部３０１の内側面３０５が該支持台部５０の側面８２に略当接する如くなさ
れる共に、該突出部３０１の下面３０６が前記下の水平載置面１４１から浮き上がった状
態にある。
【０１１２】
　又この状態で、前記側部支持片２９１の、前記傾斜面２９９の上端縁３０３に連なる水
平下面３０９は、前記中間スラブ１０の側縁部分７１の稍上方に位置する。然して、前記
上の立壁部９３の下面部９７を前記支持台部５０の上端面５１に当接させた状態で、前記
側縁部分７１の上面５２と前記水平下面３０９との間に形成される高さ調整間隙３１０に
、所要厚さのライナープレート３１１の所要枚数を挿入することにより、前記上支柱部材
１７の垂直状態を概略調整できることになる。
【０１１３】
　図５６は上支柱部材１７のその他の態様を示すものであり、前記上の立壁部９３の内側
の立面２６の下部の両側に位置させて側部支持片２９１，２９１が、該上の立壁部９３と
一体に突設されており、該側部支持片２９１の下面２９６が、前記上の立壁部９３の下面
部９７と面一の水平面に形成されている。
【０１１４】
　本実施例においては、前記下支柱部材１５の上縁部分に突設されている前記支持台部５
０の上端面５１は、図５６～５７に示すように、第２の中間受部２１ｂで支持された中間
スラブ１０の幅方向の縁部分７１の水平な上面５２の稍上方に位置されている。
【０１１５】
　然して、前記下支持部材１５の上端１６に前記上支柱部材１７を立設状態に連結するに
際しては、図５７に示すように、前記と同様に突設された垂直接合筋１０３を前記スリー
ブ８５の挿入孔８７に挿入させるように、該上支柱部材１７を吊り降ろす。このように吊
り降ろすと、図５７に示すように、前記上の立壁部９３の下面部９７が前記支持台部５０
の上端面５１に当接する。この状態で、前記上の立壁部９３の下面部９７を前記支持台部
５０の上端面５１に当接させた状態で、前記縁部分７１の上面５２と前記水平な下面２９
６との間に高さ調整間隙３１０が形成される。該高さ調整間隙３１０に、所要厚さのライ
ナープレート３１１の所要枚数を挿入することによって、前記上支柱部材１７の垂直状態
を調整できることとなる。
【０１１６】
(2) 図４２は、前記隅部の外壁支柱部材９を、下支柱部材１５と上支柱部材１７とに二分
割した場合を示すものであり、又図４３は、前記列端の外壁支柱部材９を、下支柱部材１
５と上支柱部材１７とに二分割した場合を示すものである。
【０１１７】
(3) 図５８、図５９は、前記端面板部１８を構成する前記外壁支柱部材９を、前記中間ス
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ラブ１０や前記上部スラブ１２を下方から支持する部分が省略された板状に構成した場合
を示している。該外壁支柱部材９が一体型の場合は、図５８に示すように、前記中間仕切
り部３の縁部分３０７が、上下方向の中間部に位置する如くなされると共に、前記貯水槽
頂板部１１の縁部分３０８が、上下方向の上部に位置する如くなされている。又、該外壁
支柱部材９が上下二分割型の場合は、図５９に示すように、前記中間仕切り部３の縁部分
３０７が、前記下支柱部材１５の上部に位置する如くなされていると共に、前記貯水槽頂
板部１１の縁部分３０８が、前記上支柱部材１７の上部に位置する如くなされている。
【０１１８】
(4) 図６０は、前記とは逆に、前記上支柱部材１７にスリーブ８５を設ける一方、前記下
支柱部材１５に垂直接合筋１０３を設けた場合を示している。該スリーブ８５は該上支柱
部材１７の上の立壁部９３の下端部分に、下端開放のスリーブ８５の多数個が、その下端
３１３を該上の立壁部９３の下端面３１４で開放させて、該下端面３１４の左右両側に位
置させ、前後方向で所要間隔を置いて多数埋設されている。そして前記上支柱部材１７の
上の立壁部９３の下縁部分３１５には、前記スリーブ８５の上下端側に設けられている上
下の開口３１６，３１７に連通し且つ内側の立面９４で開放する上下の連通孔３１９，３
２０が水平状態に設けられている。又前記垂直接合筋１０３は、該スリーブ８５の夫々に
挿入される本数のものが、前記支持台部５０の上端面５１で上方に向けて突設されている
。
【０１１９】
　然して、前記スリーブ８５の挿入孔８７に前記垂直接合筋１０３が挿入された状態で、
前記下の連通孔３２０に、図示しない充填装置の注入パイプを差し込み、該注入パイプと
前記下の連通孔３２０を介して、前記挿入孔８７に所要圧力で無収縮モルタルやグラウト
等の充填材１０４を注入する。この注入により、該充填材１０４は、前記上の連通孔３１
９の開放端３２１から排気されつつ行われ、該充填材１０４が該開放端３２１から漏れで
たことを以て、前記スリーブ８５内に充填材１０４が充填されたことを確認できる。その
後、図６０に示すように、前記上下の開放端３２１，３２２を栓３２３で塞ぐ。このよう
にして充填された充填材１０４が硬化することにより、下支柱部材１５の上端１６に上支
柱部材１７が安定した立設状態で連結されて前記外壁支柱部材９が構成されることとなる
。
【０１２０】
　なお、前記と同様にしてスリーブ８５を下支柱部材１５に設ける場合も、例えば図２０
に一点鎖線で示すように、該スリーブ８５の側部の上下端側に上下の開口３１６，３１７
を設け、該上下の開口に連通し且つ内側の立面で開放する上下の連通孔３１９，３２０を
設ける場合もある。
【０１２１】
(5) 図６１は上下二分割型の前記中間の外壁支柱部材２Ｂ１において、前記支持台部５０
を省略した場合を示している。従って、上支柱部材１７の下端面９７が下支柱部材１５の
上端面（前記中間スラブ１０の幅方向の縁部分７１を下方から支持する中間受部１６３の
上面である前記水平載置面１４１と面一の水平面）３１８上に載置され、この状態で、前
記と同様にして、上支柱部材１７の下端面９７に突設されている垂直接合筋１０３を、下
支柱部材１５の上端部分３２４に設けられているスリーブ８５の上端開放の挿入孔８７内
に、充填材１０４を介して挿入させることにより、該下支柱部材１５の上端１６に上支柱
部材１７が立設状態で連結される如くなされている。
【０１２２】
(6) 図６２は、上下二分割型の外壁支柱部材９の他の態様を示すものであり、下支柱部材
１５の内側の立面９４を額縁状に形成した場合を示している。又図６３は、上下一体型の
外壁支柱部材９を示すものであり、その内側の立面９４の下側部分が額縁状に構成されて
おり、中間受部２１で中間スラブ１０の縁部分２１、７１を支持するように構成されてい
る。
【０１２３】
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(7) 前記端面板部１８を構成する前記中間の外壁支柱部材９Ｂ１の全てを上下二分割型と
するのではなく、作業者の出入りを可能とする程度の出入り口を形成可能とするだけでも
よいとの考え方で構成することもできる。
【０１２４】
　図６４は、前記縁部の外壁支柱部材９Ａ２と前記列端の外壁支柱部材９Ａ３との間８Ａ
、及び、隣り合う列端の外壁支柱部材９Ａ３，９Ａ３との間８Ｂにおいて、例えば１５０
０ｍｍ幅の中間の外壁支柱部材９Ｂ１の１枚のみを上下二分割型に構成している。それに
隣り合う外壁支柱部材９Ａ４は上下一体型として構成することによって、貯水槽の施工能
率の向上を図っている。
【０１２５】
(8) 図６５は、前記外壁支柱部材列３９，３９を構成する外壁支柱部材９の全部及び、前
記端面板部１８を構成する外壁支柱部材９の全部を、上下二分割型の外壁支柱部材として
構成した場合を示すものである。即ち、該上下二分割型の外側支柱部材９の前記下支柱部
材１５のみが立設状態とされているが、前記上支柱部材１７は立設されていない状態を示
している。この状態においては、前記内壁支柱部材列並列体３２の両外端側及び前記端面
板部側においては上側壁部が存在していない。
【０１２６】
　従って本実施例においては、前記したように、単位空間部１０８内への作業者の出入り
や資材の搬入等の各種の作業を容易化し得ることに加え、両端の単位空間部１０８，１０
８の外側部分３２５，３２５における中間スラブ１０の架設作業を容易に行うことができ
、又、該中間スラブ１０の架設によって構成されたスラブ上面に、広い資材仮置き場や、
広い施工管理場所を形成できることになって好ましい。
【０１２７】
(9) 前記内壁支柱部材７は上下二分割型のものとして構成されることがある。該内壁支柱
部材７は、例えば図６６～６７に示すように、下支柱部材３２６の上端３２７に上支柱部
材３２８を立設状態に連結して構成されている。そして該下支柱部材３２６は、その左右
の立面３２９ａ，３３０ａの上部に、前記中間スラブ１０の縁部分２０，２０を下方から
支持する中間受部２１，２１（前記第１の中間受部２１ａ，２１ａ）が設けられると共に
、前記上支柱部材３２８の左右の立面３２９ｂ，３３０ｂの上部には、前記上部スラブ１
２の縁部分２７，２７を下方から支持する上部受部２５，２５（前記第１の上部受部２５
ａ，２５ａ）が設けられている。そして該内壁支柱部材７は、図６８に示すように、その
前後の立面としての継手面部３１，３１相互を当接状態にして一列に並設されることによ
り内壁支柱部材列３２を構成でき、該内壁支柱部材列３２が左右方向に所要間隔で並設さ
れることにより、前記内壁支柱部材列並列体３３を構成できる。
【０１２８】
　このように内壁支柱部材７を上下二分割型に構成する場合、前記下支柱部材３２６の上
端３２７に前記上支柱部材３２８を立設状態に連結する際、例えば図６８に示すように、
上支柱部材３２８の垂直状態を調整し且つこの調整状態を保持するために、該上支柱部材
３２８の左右両側において、両側の中間スラブ１０，１０の上面部５２，５２と該上支柱
部材３２８の左右の立面３２９ｂ，３３０ｂとを、前記と同様構成のサポート装置２０４
，２０４を用いて連結するのがよい。
【０１２９】
(10)図６９～７０は、平面視で格子状に交差する如く組み立てられた、前記内壁支柱部材
７の並設方向である前後方向Ｆ１に延長する切梁３３３と、これと直交する左右方向に延
長する切梁３３４とを具える切梁枠組３３５が上下複数段に設けられた土留壁支保工３３
６が存在する施工空間部１９３において、前記外壁支柱部材９及び前記内壁支柱部材７と
して上下二分割型のものを用いた場合を示している。該切梁３３３，３３４が該外壁支柱
部材９や該内壁支柱部材７と干渉する場合においては、該外壁支柱部材９の内の下支柱部
材１５のみを立設することとして上支柱部材１７は立設しないこととし、又、該内壁支柱
部材７の内の下支柱部材３２６のみを立設することとして上支柱部材３２８は立設しない



(27) JP 5938234 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

こととして、該上支柱部材１７，３２６を立設しない部分で前記切梁３３３，３３４を逃
している。なお、前記の両切梁３３３，３３４は、直交でない交差状態を呈することもあ
る。
【０１３０】
(11)前記上下二分割型の内壁支柱部材７は、前記内壁支柱部材列並列体３３の選択された
一列又は複数列の内壁支柱部材列３２に関して、これを構成する内壁支柱部材７の一部又
は全部として、前記下支柱部材１５の上端１６に上支柱部材１７を立設状態に連結してな
る上下二分割型のものを用いる場合がある。図７１はその一例を示すものであり、選択さ
れた２列の内壁支柱部材列３２Ａ，３２Ｂに関し、その中間部分で上下二分割型の内壁支
柱部材７ａを用い、その余の内壁支柱部材７ｂとしては、全体が一体に形成されたものを
用いている。このように構成する場合は、前記上支柱部材３２８を立設するに先立って、
広い作業スペースを確保して前記中間スラブ１０を障害なく容易に架設でき、これによっ
て中間仕切り部３を能率的に構成できることとなる。又、前記上支柱部材３２８を立設し
ない状態で、広い資材仮置き場や広い施工管理室を施工空間部に好ましい分散状態に設け
ることができて、施工能率の向上に寄与できることとなる。
【０１３１】
　図７２は、選択された内壁支柱部材列３２ａを構成する内壁支柱部材７の一部を二分割
型の内壁支持部材７ａを用いて構成した他の態様を示すものであり、前記中間仕切り部３
が、例えば図２～３に示すように、両側部分１９９，１９９においては、矩形板状を呈す
る第１の前記中間スラブ１０ａを架設して構成されると共に、該両側部分間２００におい
ては、前記欠切開口部１７７，１７７が形成された中間スラブ１０ｂを架設して構成され
ている。このように構成する場合は、該欠切開口部１７７が形成された中間スラブ１０ｂ
を配設した部分においては、該欠切開口部１７７が存する部分で前記掛着部材２０６を取
り付けることができないために、前記内壁支柱部材７を構成する上支柱部材３２８を前記
サポート装置２０４で支持することが難しい。そこで、該中間スラブ１０ｂが存する場所
では、全体が一体に構成された内壁支柱部材７ｂを立設することがある。そして、矩形板
状を呈する前記中間スラブ１０ａが存する場所においては、上支柱部材１７をサポート装
置２０４で仮支持することが容易であるため、この部分では、中間スラブ１０の架設の容
易性も考慮して、前記二分割型の内壁支柱部材７ａを立設することがある。
【０１３２】
(12)前記外壁支柱部材９を構成する前記上支柱部材１７が、前記のように側部支持片２９
１，２９１が突設されてなる場合であっても、前記と同様にして、該上支柱部材３２８を
左右のサポート装置２０４，２０４で支持することもある。
【０１３３】
(13)図７３は、前記外壁支柱部材９を構成するに際し、前記下支柱部材１５の上端１６に
上支柱部材１７を立設状態にして後、縦方向のＰＣ鋼棒３３６を用い、上下のナット３３
７ａ，３３７ｂを締め付けて連結一体化した場合の一例を示すものである。該ＰＣ鋼棒３
３６は、図７３（Ｃ）に示すように、その下縁部分をなすネジ軸部３３９が、前記下支柱
部材１５の立面に設けた凹部３４０においてナット３３７ｂで止着されると共に、その上
側部分３４１が該下支柱部材１５の上端１６から突出している。この突出した上側部分３
４１が、前記上支柱部材１７に設けられた下端開放の挿入孔３４２に挿入せしめられ、そ
の上縁部分をなすネジ軸部３４３が、前記上支柱部材１７の上面部に設けた凹部３４４に
おいてナット３３７ａで止着されることにより、下支柱部材１５の上端１６に上支持部材
１７が立設状態に連結されている。なお、下支柱部材１５と上支柱部材１７とは、アング
ル状連結部材等の連結金具を用いて連結することもできる。
【０１３４】
(14)本発明に係る上下二槽型の貯水槽１において、前記端面板部１８をプレキャストコン
クリート製の平板体を用いて構成する場合、例えば図７４に示すように、横長の長方形板
状を呈する（５～６ｍ程度）平板体２２９を用い、これを、その短辺を上下方向にして、
その複数枚を積重することにより構成することもある。又、該端面板部１８は、現場打ち
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コンクリート製の平板状の端面板で構成することもある。
【０１３５】
(15)更に、本発明に係る貯水槽１の、前記端面板部１８の形態は施工現場の地形によって
は、平面視で直線状ではなく、例えば図７５～７６に示すように段階状を呈する如く構成
されることもある。或いは、貯水槽１の平面視の外形３４５が図７７に示すようにコ字状
等に構成されることもある。図７５～７７において、前記したと同様の構成部分には前記
と同一の符号（３２，３２ａ，３３，３９，１８８，２０３）を付している。
【０１３６】
(16)前記第１の中間スラブ１０ａには、前記した第１、第２の板状連続梁部２７９，２８
６の構成に支障のない範囲で、例えば図７８に示すように、貯水槽の前記延長方向Ｆ１で
見た両側部分における前記空気抜きをより円滑化するために、独立状態の空気抜き開口部
３４６ａが適宜設けられることがある。この空気抜き開口部３４６ａは、例えば１５０ｍ
ｍ径の円形孔として形成することができる。或いは図７９に示すように、前記第１の中間
スラブ１０ａの前記延長方向Ｆ１で見た側部に欠切部３４９を設けることによって、該延
長方向Ｆ１で隣り合う第１の中間スラブ１０ａ，１０ａ間に空気抜き開口部３４６ｂを設
けることもある。なお、これらの空気抜き開口部３４６ａ，３４６ｂは、貯水槽底部２７
５を点検するための開口部としても利用できる。
【０１３７】
(17)図８０～８４は、前記第２の中間スラブ１０ｂの他の態様を示すものであり、図８０
に示す第２の中間スラブ１０ｂにおいては、その一側部分にのみ欠切開口部１７７が設け
られている。図８１に示す第２の中間スラブ１０ｂには、前記のような欠切開口部１７７
が設けられるのではなく独立開口部３４７が設けられている。又、図８２に示す第２の中
間スラブ１０ｂは、平面視でＨ字状に構成されており、両側の幅広部１８１，１８１相互
が、直線状の繋ぎ板部１８０で連結されている。図８３に示す第２の中間スラブ１０ｂに
あっては、前記延長方向Ｆ１と直交する方向Ｆ２で隣り合う独立した開口部３４７，３４
７が中間連結板部３４８を介して設けられている。そして、該中間連結板部３４８には、
その上面３５０で開口するインサート３５１が、所要間隔を置いて複数個、例えば４個設
けられている。図８３においては２列設けられている。該インサート３５１は、例えば図
８４（Ａ）（Ｂ）に示すように、前記サポート装置２０４を構成する前記掛着部材２０６
を固定するための前記固定ボルト２１０を螺合するために用いることができる。該インサ
ート３５１は複数個設けられているため、所要位置のインサート３５１を選択することに
よって、図８４（Ａ）に示すように、前記上支柱部材１７と該第２のスラブ１０ｂとの間
に、前記サポート軸２０７を無理のない傾斜状態にして取り付けることができる。
【０１３８】
(18)前記実施例においては、前記両側部分間２００において、欠切開口部１７７や独立開
口部３４７を有する第２の中間スラブ１０ｂを架設しているが、前記点検用開口部２０１
を通して貯水槽底部２７５の点検を行ない得る限り、部分的に、前記第１の中間スラブ１
０ａを架設することもある。
【０１３９】
(19)矩形状を呈する前記第１、第２の中間スラブ１０ａ，１０ｂには、前記した長方形板
状を呈するものの他、正方形板状を呈するものも含まれる。
【０１４０】
(20)図８５は、上下二分割型の内壁支柱部材７の前記第１の中間受部２１ａの他の態様を
示すものであり、図８６は、一体型の内壁支柱部材７の第１の中間受部２１ａの他の態様
を示すものである。
【０１４１】
(21)前記中間仕切り部３は、土圧に抵抗できる貯水槽を構築できる限り、全体又は部分的
に、中間スラブが省略されることもある。例えば図３に示す場合において、単位貯水槽２
の一列乃至複数列について、部分的に中間スラブが省略されることがある。
　このように構成する場合は、使用する中間スラブの枚数を減らすことができ、又、その
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架設の為の施工手間を削減できる等、施工経済上好ましい。
【０１４２】
(22)前記下支柱部材１５や前記一体型の外壁支柱部材９の台座部１２８を構成する前記下
の突出部や、前記内壁支柱部材７の台座部６１を構成する前記下の突出部の夫々の突出量
は、前記下支柱部材１５や前記内壁支柱部材７を基礎コンクリート１８６上に載置した状
態における立設状態の安定性を向上させるために、前記図示した場合よりも大きくするこ
とがある。
【０１４３】
(23)前記囲枠体１８９の外側部分を、前記のように埋め戻すことに代えて、適宜桟橋を架
け渡して作業者の移動を可能とすることもある。
　図８７～８９は、下支柱部材３２６の上端３２７に上支柱部材３２８を立設状態に連結
して前記内壁支柱部材７を構成する場合において、該上支柱部材３２８の上の立壁部３５
３の左右の立面３２９ｂ，３３０ｂの下部の両側に位置させて側部支持片３５４，３５４
を該上の立壁部３５３と一体に突設した場合を示している。前記二分割型の外壁支柱部材
９について説明したと同様にして、該側部支持片３５４，３５４を利用して該上支柱部材
３２８の垂直状態を調整できる。又、該側部支持片３５４，３５４によって、上支柱部材
３２８を下支柱部材３２６に所要に連結するまでの間における該上支柱部材３２８の転倒
防止を図ることができる。
【０１４４】
(24)前記止水材３３５の付設は、前記したブチルゴム製等の帯状片を接着して行うことの
他、エポキシ樹脂やウレタン樹脂等の止水性の樹脂を塗布して行うこともできる。
【符号の説明】
【０１４５】
　１　貯水槽
　２　単位貯水槽
　３　中間仕切り部
　５　上の貯水槽部
　６　下の貯水槽部
　７　内壁支柱部材
　９　外壁支柱部材
　１０　中間スラブ
　１１　貯水槽頂板部
　１２　上部スラブ
　１８　端面板部
　２０　中間スラブの縁部分
　２１　中間受部
　２５　上部スラブ
　２７　上部スラブの縁部分
　３２　内壁支柱部材列
　３３　内壁支柱部材列並列体
　３９　外壁支柱部材列
　４３　下の単位貯水槽部
　４５　上の単位貯水槽部
　５０　支持台部
　８５　スリーブ
　１０３　垂直接合筋
　１０４　充填材
　２０１　点検用開口部
　２０４　サポート装置
　２９１　側部支持片
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　３１１　ライナープレート
　３２６　下支柱部材
　３２８　上支柱部材
　３３３　切梁
　３３４　切梁
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